
 

 

 

令和８年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価方法等について（案） 

 

 
１．令和６年度診療報酬改定における対応 

 

（１）令和６年度診療報酬改定における評価の概要 

 

○ 新規医療技術の評価及び既存医療技術の再評価については、診療報酬改定毎に、学会等

から提出された技術評価提案書等を踏まえ、医療技術評価分科会（以下、「分科会」とい

う。）において検討を進め、中央社会保険医療協議会（以下、「中医協」という。）総会へ

報告を行ってきた。 

 

【評価の方法】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 令和６年度診療報酬改定においては、774件の技術を分科会における評価対象とし、そ

のうち 177件の技術を診療報酬改定において対応する優先度が高い技術としたところ。ま

た、177件のうち 14件は診療報酬項目の削除の提案であった。 

 

（２）令和６年度診療報酬改定における主な論点 

 

① 医療技術の再評価にかかる報告書について 

・ 令和４年度診療報酬改定における中医協答申書附帯意見として、医療技術の評価

について以下のような指摘があった。 

 

診調組 技－２ 

７ ． ２ ． ３ 

 

（令和６年度改定時は 774 件） 

外部有識者の意見を踏まえ 

評価（案）を作成。 

中医協へ報告 

関係学会から提案書を提出※ 

医療技術評価分科会 

医療技術評価分科会において、医療技術の概要と評価（案）をもとに、分野横断的な 

幅広い観点から評価を実施。 

先進医療 

先進医療会議における検討 

（科学的根拠等） 

※一部、先進医療として実施されている医療技術を含む 

専門組織における検討 

（分科会での審議の必要性等） 

保険医療材料等専門組織 

中医協 診－１ 

７．２．１９ 

 

中医協 総－４－１ 

７．２．１９ 

 

診調組 技－１－１参考２ 

７．１１．２０ 
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「中医協答申書附帯意見」（抜粋） 

（医療技術の評価） 

診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から、診療ガイドラインの改

訂やレジストリ等のリアルワールドデータの解析結果を把握し、それらを踏まえた適

切な医療技術の評価・再評価を継続的に行うことができるよう、医療技術の評価のプ

ロセスも含め引き続き検討すること。 

 

・ これを踏まえ、令和６年度診療報酬改定においては、以下のいずれかに該当する技

術を分科会において指定し、関係学会からの報告を求めることとした。 

A) 令和４年度診療報酬改定において対応する優先度の高いものとされた医療技術

のうち、提案書の「ガイドライン等での位置づけ」の欄において、「ガイドライン等

で記載あり」とされたもの（113件） 

B) レジストリの登録を要件として保険適用された技術（計 35件） 

・ また、上記報告のため、医療技術評価報告書の様式を新設した。 

 

② 医療技術の体系的分類について 

・ 厚生労働省行政推進調査事業「公的医療保険における外科手術等の医療技術の評価

及びその活用方法等に関する研究」により STEM７の分類に基づく各手術の麻酔時間の

分布に係る解析が行われ、一部整形外科手術において、術式ではなく手術部位により

麻酔時間が異なることが明らかになった。これを踏まえ、同研究より整形外科領域に

おける K コードの見直し案が示されたところであり、令和６年度診療報酬改定の次

の改定での対応に向けて必要な検討を行うこととした。 

 

③ 医療技術の審議を行う場について 

・ 令和５年２月９日の分科会及び同年２月 15 日の中医協総会における議論により、

令和６年度診療報酬改定においては、製造販売業者から保険適用希望書が提出され保

険医療材料等専門組織において審議を行う技術について、必要な場合に分科会での検

討を求めることができるものとされ、該当する４技術について分科会で検討が行われ

た。 

 

④ 医科（歯科）点数表における医療技術に関する項目の整理について 

・ 令和５年 12月 27日の中医協総会において、医科（歯科）点数表における医療技術

に係る診療報酬項目について、算定回数が極めて少ない項目のうち、他の技術により

置き換えられているものについては、関係学会等の意向を踏まえつつ、一定の経過措

置を置いた上で削除を検討することとした。 

・ これを踏まえ、令和６年度診療報酬改定においては、算定回数が複数年０回かつ他

の技術に置き換わっていることが考えられる３技術について、関係学会の意向も踏ま

えて削除した。（令和８年５月 31日までの経過措置あり） 
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・ また、関係学会からの提案を踏まえ、医療技術の一部を削除した。 

 

２．令和８年度診療報酬改定に向けた対応（案） 

 

（１）令和８年度の評価の具体的な進め方について 

 

（ア）分科会における評価の対象となる医療技術 

○ 令和４、６年度診療報酬改定と同様の取扱いとする。 

① 分科会に提案書が提出された医療技術について 

・ 評価の対象となる医療技術は、医科診療報酬点数表第２章特掲診療料第１部「医

学管理等」から第 13部「病理診断」、又は歯科診療報酬点数表第２章特掲診療料第

１部「医学管理等」から第 14部「病理診断」に該当する技術として評価されてい

る又はされることが適当な医療技術であって、医療技術としてアウトカムが改善

する等の有効性をデータで示すことができるものに限る。 

・ また、提案書が提出された医療技術の実施に当たり、薬事承認されていない医薬

品、医療機器又は体外診断用医薬品を使用するものは、原則として分科会における

評価の対象外とする。承認が見込まれるものについては、令和７年８月末日までに

確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となる。 

 

② 先進医療として実施されている医療技術について 

・ 平成 30 年度診療報酬改定以降の取扱いと同様に、分科会における評価の対象と

する。 

 

③ 保険医療材料等専門組織においてで審議された医療技術のうち医療技術評価分

科会での審議が必要とされた医療技術について 

・ 令和６年度診療報酬改定の取扱いと同様に、分科会における評価の対象とする。 

 

（イ）提案書の様式 

○ 令和６年度診療報酬改定で用いた様式を一部修正したものを用いる。なお、提案書

の様式については、以下の留意点がある。 

① 当該医療技術が用いられることが想定される診療科について、選択する欄あり 

② 学会等が作成する「診療ガイドライン」等に基づく質の高い医療を進める観点か   

ら、診療ガイドライン等における当該医療技術の位置づけ等を明記する欄あり 

③ 当該医療技術により予想される影響額については、社会医療診療行為別統計に基

づき算出されることが主であるものの、それ以外のデータを用いて算出される場合

もあることを踏まえ、備考欄あり 

④ 当該医療技術に関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術について、現に

当該医療技術の対象となる患者に対して行われている医療技術も含めて記載する
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ことを明確化 

⑤ 参考文献について、雑誌名等を具体的に記載する欄あり 

 

（ウ）医療技術の評価等の進め方 

○ 令和４、６年度診療報酬改定と同様に、学会等からの医療技術の提案に対する評価

（案）の作成に当たり、ＷＧを設置し、意見を求めることとする。 

 

（２）医療技術の体系的な分類について 

 

○ 令和６年度診療報酬改定においては、前記のとおり、整形外科領域におけるＫコードの

見直し案が示されたことを踏まえ、令和６年度診療報酬改定の次の改定での対応に向けて

必要な検討を行うこととしたところ。 

○ 以上を踏まえ、令和８年度診療報酬改定においては、分科会で引き続き具体的な対応の

検討を進めることとする。 

 

（３）医療技術の再評価について 

 

○ 令和８年度診療報酬改定に向けては、下記①に示される医療技術を対象として、関係学

会からの報告書の提出を求めることが、令和６年１月 15日の本分科会において決定され、

同年１月 17日の中医協総会においても了承されたところ。（技－１） 

○ 報告書の様式及び報告書提出後の対応については下記②及び③に示すとおりとしては

どうか。 

 

① 医療技術の指定について   

A) 令和６年度診療報酬改定において対応する優先度の高いものとされた医療技術

のうち、「ガイドライン等で記載あり」とされたもの（計 116件） 

B) 平成 28 年度から令和６年度までの診療報酬改定において、レジストリの登録を

要件として保険適用された技術（計 40件） 

 

② 報告書の様式 

  ・ 令和６年度診療報酬改定で用いた様式を一部修正したものを用いる。   

 

③ 報告書提出後の対応について  

・ 必要に応じて提出学会等に対して事務局によるヒアリング及びＷＧからの意見聴取

等を行い、分科会において以下のように評価することとしてはどうか。 

A) 「ガイドライン等で記載あり」として指定された医療技術については、ガイドラ

イン上の位置づけの変化等を分科会における評価の参考とする。 
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B) レジストリの登録を要件として保険適用された技術として指定された医療技術

については、レジストリの解析により当該技術の有効性・安全性が示されているか

確認する。なお、有効性・安全性が確認された技術については、関係学会と協議し、

レジストリの登録を引き続き要件とすべきか分科会において検討する。 

 

（４）医療技術の整理について 

 

○ 令和８年度診療報酬改定においても、引き続き、分科会において関係学会からの医療技

術の削除の提案に対応することとする。 

○ 医療技術の削除に関する提案は、提案された医療技術に関連して医療技術の減点や削除

が可能と考えられるものとして他の医療技術の提案と併せて行うことや、既存医療技術に

関する再評価区分の４「保険収載の廃止」としてそれのみで行うことが可能であることに

留意する。 
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３．今後のスケジュール（案） 

 

○ 提案書について 

令和８年度診療報酬改定に向け、学会における提案書の作成や、分科会における評価等

に必要な時間を確保する観点から、下記のスケジュールで実施することとする。 

令和７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度内 

２月中旬 

 

約４ヶ月 

 

６月上旬 

 

 

６月～ 

提案書受付開始 

 

 

 

提出締切（前回改定：６月９日） 

 

・提案内容の重複や薬事承認等の確認 

・ＷＧの意見を聴取しつつ、事務局において評価（案）を

作成 

・評価（案）を元に分科会において評価 

 

評価結果を中医協総会に報告 

 

○ 報告書について 

学会における報告書の作成や、分科会における評価等に必要な時間を確保する観点から、

下記のスケジュールで実施することとする。 

令和７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度内 

２月中旬 

 

約４ヶ月半 

 

７月上旬 

 

 

８月～ 

報告書受付開始 

 

 

 

提出締切（前回改定：４月 28日） 

 

・事務局によるヒアリング・WGからの意見聴取等を行い、

事務局において評価案を作成 

 

・評価（案）を元に、分科会において評価 

 

・評価結果を中医協総会に報告 
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整理番号（６桁）

関連技術の整理番号
※事務局使用欄

提出年月日　　令和７年　　月　　　日

郵便番号

所在地
電話番号
E-Mail
FAX番号
担当者氏名

所属施設名

診療科

役職

所属施設所在地

所属施設電話番号

E-Mail

FAX番号
※無い場合は自宅等

※　複数の団体が同一技術の提案をする場合は、可能な限り団体間で調整し、１つの提案書にまとめて提出すること。

１．申請団体

２．技術担当者（提案される医療技術の医学的内容について連絡をすることがある。）

申請団体
事務連絡先

※必ず連絡の取れ
る連絡先を記載す

ること

提案される医療技術名

代表者氏名

主たる申請団体名

上記以外の申請団体名
（共同提案学会名）

医療技術評価提案書（保険未収載技術用）　表紙

担当者連絡先

担当者氏名

※　必ず全ての空欄に記載することとし、該当しない場合も「該当なし」等と記載すること。記載のない欄がある場合は受け付けられない。

※　１つの申請団体が複数の提案書を提出する場合には、「提案される医療技術名」は同じにならないようにすること。類似の技術がある場合に
は、「○○術（××について）」「○○術（△△について）」などとし、区別できるように記載すること。
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主たる診療科（１つ） リストから選択

リストから選択

リストから選択

過去に提案した年度
（複数回提案した場合は、直近の年度）

提案当時の医療技術名

追加のエビデンスの有無

文字数：

文字数：

【評価項目】

区分 区分をリストから選択

番号
医療技術名

既存の治療法・検査法等の内容

ガイドライン等での位置づけ 位置づけをリストから選択

年間対象患者数(人）
国内年間実施回数（回）

リストから選択

　有無をリストから選択

提案される医療技術の概要
（200字以内）

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
　（具体的に記載する）

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑤　④の根拠と
なる研究結果等

研究結果
エビデンスレベルをリストから選択

「実績あり」の
場合、右欄も記

載する

③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
（当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること）

⑥普及性

対象疾患名

保険収載が必要な理由
（300字以内）

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無

医療技術評価提案書（保険未収載技術用）

整理番号　※事務処理用

提案される医療技術名

申請団体名

関連する診療科（２つまで）

提案される医療
技術が関係する

診療科

　有無をリストから選択
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施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術の体制
等）
人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、専門性
や経験年数等）
その他
（遵守すべきガイドライン等その他の要
件）

妥当と思われる診療報酬の区分

点数（１点10円）

その根拠

区分 区分をリストから選択

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス

予想影響額（円）

その根拠

備考

いずれか一つをリストから選択 １）を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

１）名称
２）著者
３）雑誌名、年、月、号、ページ
４）概要
１）名称
２）著者
３）雑誌名、年、月、号、ページ
４）概要
１）名称
２）著者
３）雑誌名、年、月、号、ページ
４）概要
１）名称
２）著者
３）雑誌名、年、月、号、ページ
４）概要
１）名称
２）著者
３）雑誌名、年、月、号、ページ
４）概要

※⑮については、1.の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案される医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等
の関連団体や研究者等の名称を記載すること。

区分をリストから選択

リストから選択

いずれか一つをリストから選択

　

⑦医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑧安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑯参考文献５

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

⑩希望する診療
報酬上の取扱い

　関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術（③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む）

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険（医療
保障）への収載状況

⑯参考文献１

⑯参考文献２

⑯参考文献３

⑯参考文献４

※　該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
（例：年齢制限）等

⑭その他

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑨倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
器又は体外診断薬　
(主なものを記載する）

予想影響額

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い
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整理番号

提案される医療技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承
認見込みの場合等はその旨を記載）

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効果」
特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合は、番
号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事
承認見込みの場合等はその旨を記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日 薬事承認上の「使用目的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外である。承認見込みの場
合、令和７年（2025年）８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。

提案される医療技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　該当する製品の添付文書を添付すること。
※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。
※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承認見込みの
場合等はその旨を記載）
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整理番号（６桁）

関連技術の整理番号
※事務局使用欄

提出年月日　　令和７年　　月　　　日

郵便番号

所在地
電話番号
E-Mail
FAX番号
担当者氏名

所属施設名

診療科

役職

所属施設所在地

所属施設電話番号

E-Mail

FAX番号
※無い場合は自宅等

※　複数団体が同一技術の提案をする場合、可能な限り団体間で調整し、１つの提案書にまとめて提出すること。

上記以外の申請団体名
（共同提案学会名）

２．技術担当者（提案される技術の医学的内容について連絡をすることがある。）

担当者氏名

担当者連絡先

※　必ず全ての空欄に記載すること。記載のない欄がある場合は受け付けられない。

※　１つの申請団体が複数の提案書を提出する場合には、「提案される医療技術名」は同じにならないようにすること。類似の技術がある場合に
は、「○○術（××について）」「○○術（△△について）」などとし、区別できるように記載すること。

申請団体
事務連絡先

※必ず連絡の取れ
る連絡先を記載す

ること

医療技術評価提案書（保険既収載技術用）　表紙

提案される医療技術名

１．申請団体

主たる申請団体名

代表者氏名
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主たる診療科（１つ） リストから選択

リストから選択

リストから選択

過去に提案した年度
（複数回提案した場合は、直近の年
度）

提案当時の医療技術名

追加のエビデンスの有無

１－Ａ　算定要件の見直し（適応） 該当する場合、リストから○を選択

１－Ｂ　算定要件の見直し（施設基準） 該当する場合、リストから○を選択

１－Ｃ　算定要件の見直し（回数制限） 該当する場合、リストから○を選択

２－Ａ　点数の見直し（増点） 該当する場合、リストから○を選択

２－Ｂ　点数の見直し（減点） 該当する場合、リストから○を選択

３　項目設定の見直し 該当する場合、リストから○を選択

４　保険収載の廃止 該当する場合、リストから○を選択

５　新規特定保険医療材料等に係る点数 該当する場合、リストから○を選択

６　その他（１～５のいずれも該当しない） 該当する場合、リストから○を選択

「６　その他」を選んだ場合、右欄に記載

文字数：

【評価項目】

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期
予後等のアウトカム

ガイドライン等での位置づけ リストから選択

③再評価の根
拠・有効性

診療報酬番号（再掲）

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

提案される医療技術の概要（200字以内）

診療報酬番号

診療報酬区分

整理番号　※事務処理用

提案される医療技術名

医療技術評価提案書（保険既収載技術用）

申請団体名

提案される医療
技術が関係する

診療科 関連する診療科（２つまで）

再評価区分（複数選択可）

医療技術名

有無をリストから選択

リストから選択

　有無をリストから選択

　区分をリストから選択

　区分をリストから選択

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

再評価が必要な理由

①再評価すべき具体的な内容
（根拠や有効性等について記載）

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

④普及性の変化
　※下記のように推定した根拠

診療報酬区分（再掲）
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見直し前の症例数（人）

見直し後の症例数（人）

見直し前の回数（回）

見直し後の回数（回）

施設の要件
（標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等）

人的配置の要件
（医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等）

その他
（遵守すべきガイドライン等その他の
要件）

見直し前
見直し後
その根拠

区分 区分をリストから選択

番号
技術名

具体的な内容

プラスマイナス

予想影響額（円）

その根拠

備考

１）名称

２）著者

３）雑誌名、年、月、号、ページ

４）概要

１）名称

２）著者

３）雑誌名、年、月、号、ページ

４）概要

１）名称

２）著者

３）雑誌名、年、月、号、ページ

４）概要

年間対象者数の
変化

・施設基準
（技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と）

⑧点数等見直し
の場合

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術（当該医療
技術を含む）

年間実施回数の
変化等

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度（専門性等）

⑥安全性
　・副作用等のリスクの内容と頻度

⑦倫理性・社会的妥当性
（問題点があれば必ず記載）

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

⑫その他

⑭参考文献１

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

⑭参考文献２

リストから選択

⑩予想影響額

⑭参考文献３
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１）名称

２）著者

３）雑誌名、年、月、号、ページ

４）概要

１）名称

２）著者

３）雑誌名、年、月、号、ページ

４）概要

⑭参考文献５

※⑬については、1.の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案される医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等の関連団体や
研究者等の名称を記載すること。

⑭参考文献４
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整理番号

提案される医療技術名

申請団体名

【医薬品について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「効能又は効果」
薬価
（円）

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬
事承認見込みの場合等はその旨を記
載）

【医療機器について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日
薬事承認上の

「使用目的、効能又は効果」
特定保険
医療材料

特定保険医療材料に該当する場合は、
番号、名称、価格を記載
(※薬事申請及び公知申請の状況等
（薬事承認見込みの場合等はその旨を
記載）

【体外診断用医薬品（検査用試薬）について】

名称（販売名、一般名、
製造販売企業名）

薬事承認番号 収載年月日 薬事承認上の「使用目的」

【その他記載欄（上記の欄に記載しきれない内容がある場合又は再生医療等製品を使用する場合には以下を記入すること）】

※　薬事承認上の内容等が不明な場合は、添付文書を確認するか、製造販売会社等に問い合わせること。

※　記載が不十分であると判断した場合は評価の対象外となるため、必要事項をもれなく記載すること。

備考
※薬事申請及び公知申請の状況等（薬事承認見込
みの場合等はその旨を記載）

※　該当する製品の添付文書を添付すること。

提案される医療技術に使用する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品について

※　薬事承認されていない医薬品、医療機器又は体外診断薬を使用した技術は、原則として医療技術評価分科会での評価の対象外である。承認見込みの場合、令
和７年（2025年）８月末日迄に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となることに留意すること。

※　医薬品、医療機器又は体外診断薬については、当該技術の核となるものについて必ず具体的な薬品名、製品名を記載すること。
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医療技術評価提案書 記載要領（案） 

 

 

【通則】 

１．医療技術評価分科会において評価を行う技術は、以下のとおりである。 

（１）評価の対象となる医療技術の範囲 

 評価の対象となる医療技術は、原則として以下に含まれるものとする。 

 ① 医科診療報酬点数表 第２章特掲診療料第１部医学管理等から第 13

部病理診断まで 

 ② 歯科診療報酬点数表 第２章特掲診療料第１部医学管理等から第 14 

部病理診断まで 

（２）提案される医療技術に係る医薬品等について 

 提案される医療技術において用いる医薬品、医療機器及び体外診断薬等は、

全て薬事承認を得たものとする。薬事承認を得ていない医薬品等を用いる医

療技術は、原則として医療技術評価分科会における評価の対象外とする。た

だし、令和７年８月末日までに薬事承認が確実に可能な場合、評価の対象と

する。 

 

２．医療技術評価提案書（以下「提案書」という。）には、「医療技術評価提案書

（保険未収載用）」（以下「提案書（未収載用）」という。）と「医療技術評価提

案書（保険既収載技術用）」（以下「提案書（既収載用）」という。）がある。提

案書は必ず、令和８年度診療報酬改定に向けて作成されたものを使用するこ

と。令和８年度診療報酬改定に向けて作成されたもの以外を使用した場合、評

価の対象外となるため、十分注意すること。 

 

３．医療技術の提案にあたり、どちらの提案書の様式を用いるかについては、以

下に従い選択すること。 

（１）提案される医療技術が、現に診療報酬点数表に収載されていないものであ

り、かつ、以下の（２）のいずれにも該当しない場合は、「提案書（未収載

用）」を用いること。 

（２）提案される医療技術が、以下のいずれかに該当する場合は「提案書（既収

載用）」を用いること。 

・ 現に診療報酬点数表に収載されている医療技術について、新たな適応疾

患等に保険適用を拡大することを提案する場合 

・ 現に診療報酬点数表に収載されている医療技術について、施設基準、回

数制限等の算定要件の見直し又は点数の見直しを提案する場合 

診調組 技－２ 

７ ． ２ ． ３ 

 

中医協 診－１ 

７．２．１９ 

 

中医協 総－４－１ 

７．２．１９ 
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・ 現に診療報酬点数表に収載されている医療技術であるが、別の技術料と

して新設することが妥当と考えられる場合 

・ 過去に診療報酬点数表に収載されていた医療技術であって、現に診療報

酬点数表に収載されていないものについて、再評価を提案する場合 

・ 新規特定保険医療材料等により新設される技術料に係る医療技術につい

て提案する場合 

 

４．提案書への記載に当たっては、公表することを前提とすること。なお、機密

事項としての取扱いを希望する項目がある場合には、その旨を明記すること。 

 

５．平易な用語や図表を用いて、Ａ４用紙１枚でまとめた「提案される医療技術

の概要をまとめた資料（以下「概要図」という。）」を添付すること。概要図に

は、「医療技術名」、「医療技術の概要」、「対象疾患名」、「現在当該疾患に対し

て行われている治療との比較」、「有効性」及び「診療報酬上の取扱い」を必ず

記載すること。概要図は、先進医療会議の資料を参考として記載すること。 

なお、必要であれば、海外のデータを用いても差し支えない。 

 

（参考）先進医療会議 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129195 

 

６．提案される医療技術を評価する上で有用と考えられる文献等について、５つ

を上限として提案書に添付できることとする。ただし、「提案される医療技術

において用いる医薬品、医療機器又は体外診断薬」に関する添付文書等につ

いては、この限りでない。 

 

７．提案書の記載に当たっては、以下を遵守すること。 

・ 既に記載されている項目や内容を変更することなく、空欄を埋める形で記

載すること。 

・ セルの結合や削除はしないこと。なお、印刷ページで４ページ以内に収ま

る範囲であれば、各行の高さを変更しても差し支えない。 

・ 文字の大きさは 12ポイントとし、欄外には記載しないこと。 

 

８．記載する事項がない項目については、当該項目欄に「特になし」と必ず記入

すること。 

 

９．提案される医療技術がレジストリを要件とする医療技術である場合、当該技
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術に係るレジストリについて検証を行った上で、検証結果を提案書に添付す

ること。 

 

【提案書（未収載用）の記載方法】 

１．「申請団体名」について 

提案書の記載内容について確認が可能な申請団体名を記載すること。 

 

２．「提案される医療技術が関係する診療科」について 

「主たる診療科」については、提案される医療技術が最も用いられることが

想定される診療科を１つ選択すること。「関連する診療科」については、主た

る診療科以外で、提案される医療技術が用いられることが想定される診療科が

ある場合には、該当する診療科を２つまで選択すること（ない場合には、「00

なし」を選択すること。）。なお、「申請技術が関係する診療科」の選択に当た

っては、可能な限り「38その他」を選択せず、リストの中の診療科から選択す

ること。 

 

３．「提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医療技術の提案実

績の有無」について 

過去の診療報酬改定に向けた医療技術の評価の際に提案されたが、新規保

険収載等の対応がなされなかった医療技術について、改めて提案される場合

には、「提案実績あり」を選択すること。そうでない場合には「提案実績なし」

を選択すること。 

「提案実績あり」を選択した場合には、直近の提案がなされた年度及び提

案技術名を記載するとともに、直近の提案の内容との違い（追加のエビデン

スの有無）について、追加のエビデンスがある場合、「有」を選択し、それが

分かるように提案書に印を付す等、わかりやすく示すこと。 

 

４．「保険収載が必要な理由」について 

提案される医療技術について、対象となる疾病等に関する現状及び保険収

載された際に期待される効果を、評価項目（有効性、安全性等）に記載したデ

ータ等を用いて、300字以内で簡潔に記載すること。 

 

５．評価項目について 

①「提案される医療技術の対象」について 

疾患、病態、症状及び年齢等、提案される医療技術の対象となる患者群を具

体的に記載する。 
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②「提案される医療技術の内容」について 

提案される医療技術について、具体的な手技・手法、実施に要する時間（例：

手術時間、検査時間等）、個々の患者における実施頻度及び治療期間等を記載

すること。 

 

③「対象疾患に対して現在行われている医療技術」について 

現在、①で記載した患者群に対して、診断・治療等の目的で行われている既

収載医療技術について、区分番号と共に記載すること。 

なお、提案される医療技術が検査等であって、現に複数の検査等において

診断・治療を行っている場合には、現に収載されている医療技術を全て記載

すること。その際、区分が複数にある場合は、「その他」を選択し、該当する

区分を全て右欄に記載すること。 

 

④「有効性・効率性」及び⑤「④の根拠となる研究結果等」について 

治癒率・死亡率・QOL の改善等の長期予後のアウトカムや、診断の正確性

の向上等について、③で記載した既存技術の有効性と可能な範囲で比較した

上で、両者の相違点がわかるように、データや学会のガイドライン等に基づ

き記載すること。また、その概要について記載した上で、エビデンスの質

（エビデンスレベル）を明記し、当該有効性に関する資料（ガイドラインや

論文の写し等）を必ず添付すること（ガイドラインや論文等である場合、参

考文献の欄にも記載すること。）。 

エビデンスレベルは、1a、1b、2a、2b、３、４、５又は６の中から選択す

ることとし、それぞれのエビデンスレベルの分類は以下とする。 

1a：ランダム化比較試験（ＲＣＴ）のメタアナリシス 

1b：少なくとも１つのＲＣＴ 

2a：少なくとも１つのランダム割付けを伴わない前向きコホート研究 

2b：少なくとも１つのランダム割付けを伴わない後ろ向きコホート研究 

３：ケースコントロール研究 

４：前後比較、対照群を伴わない研究 

５：症例報告、ケースシリーズ 

６：専門家個人の意見（専門家委員会報告を含む） 

 

ガイドライン等における位置づけについて、提案される医療技術がガイド

ライン等に記載されている場合には、当該ガイドライン等の名称、発行年、

発行団体名、提案される医療技術に関する記載の概要について記載するとと
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もに、参考文献の欄にも記載すること。また、提案される医療技術に係るガ

イドライン等が「診療ガイドライン」である場合には、「Minds 診療ガイドラ

イン作成マニュアル 2020」（https://minds.jcqhc.or.jp/methods/cpg-

development/minds-manual/）等に準じて質を確保しているかどうかについ

て、評価ツール等（https://minds.jcqhc.or.jp/methods/guideline-

evaluation/agree/）を用いた自己点検の状況や、Mindsに選定された診療ガ

イドラインであるかどうか（https://minds.jcqhc.or.jp/search/）につい

ても記載すること。提案される医療技術がガイドライン等に記載されていな

い場合には、提案される医療技術について掲載され得るガイドライン等の名

称、発行年、発行団体名、当該ガイドラインの改訂の見込みの時期、提案さ

れる医療技術が当該ガイドライン改訂時に記載される見込みについて記載す

ること。 

 

⑥「普及性」について 

①及び②の記載内容を踏まえ、患者数の将来予測推計を、学会のデータ、患

者調査結果等を活用し記載すること。また、提案される医療技術の（年間）実

施回数の将来予測推計（提案される医療技術を実施できる医療機関の数及び

実施回数の推計）を、学会等が保有するデータや社会医療診療行為別統計（旧：

社会医療診療行為別調査）結果等を活用し記載すること。 

（参考） 

・患者調査 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&toukei=00450022&metadata=1&data=1 

・社会医療診療行為別統計 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&toukei=00450048&tstat=000001029602&cycle=7&met

adata=1&data=1 

 

 

《社会医療診療行為別統計を用いた年間実施回数の調べ方》 

（ⅰ） 上記 URL のうち、調べたい統計表の「CSV」マークをクリックする

と、該当する統計表が閲覧できる。 

※ 個別の処置や手術等の算定回数については、表番号１～３を参照すると

便利である。 

（ⅱ） 調べたい診療行為の、「総数」の中の「実施件数、回数」を見る。 

例：下記の「○○術」であれば「200回」となる。 

20



 

  実施件数 回数 点数 

○○術 12345 150 200 246900 

この調査は、1か月の算定回数の調査であるため、年間実施回数を推計する

際には 12 倍する。 

例：「200 回×12＝2400 回」となる。 

 

⑦「医療技術の成熟度」について 

提案される医療技術の学会等における位置づけや難易度（例えば、必要と

考えられる医師の専門性、経験年数及び施設基準等）について記載すること。 

施設基準については、提案される医療技術の専門性等を踏まえ、施設、人的

配置の要件等について、根拠となるデータも含め記載を行うこと。 

 

⑧「安全性」について 

提案される医療技術を実施した際に発生した又は発生が予想される副作

用・合併症・事故などのリスクについて、その内容と頻度を記載すること。ま

た、③に記載した既存医療技術の安全性と可能な範囲で比較すること。 

 

⑨「倫理性・社会的妥当性」について 

提案される医療技術に関し、倫理性、社会的妥当性の視点から考慮すべき

点があれば具体的に記載すること。 

例）脳死移植における臓器移植法との関係（法的問題点） 

移植医療における倫理的問題 （倫理的問題点）等 

※ 考慮すべき点がないと判断した場合は、「問題なし」と記載すること。 

 

⑩「希望する診療報酬上の取扱い」について 

提案される医療技術が保険収載となった場合、診療報酬点数表上妥当と思

われる区分（「Ｄ検査」、「Ｋ手術」等）を１つ選択し、点数（○○点）及びそ

の根拠（類似医療技術の点数との対比、実勢コストとの対比等）を記載する

こと。 

また、既に保険収載されている医療技術のうち、提案される医療技術を保

険収載することで代替されること等により、既存医療技術の対象者数が減少

するなどして、保険収載の必要がなくなる又は点数を減点することが可能な

医療技術があれば、どの程度減点が可能か等、具体的に記載すること。なお、

記載した医療技術が必ず削除又は減点されるわけではない。 

さらに、提案される医療技術の新規性や一症例当たりの効果（治癒率、入

院・通院期間、合併症等の比較、費用の比較）等を踏まえ、提案される医療技
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術を保険収載した場合の医療費への影響を試算すること。また、費用の比較

に当たっては、算出の根拠も記載するとともに、提案される医療技術に直接

係る費用だけでなく、提案される医療技術が用いられることにより減少が期

待される費用が想定できる場合は、併せて記載すること。 

ただし、増加と記載されたことにより、提案される医療技術への評価が変

わるものではない。 

予想影響額の算出方法は以下のとおりとする。 

 

予想影響額 = 下記 (x) – (y) 円 増・減 

(x) : 提案される技術に係る予想年間医療費（ = (a)×(b)×(c)） 

(a)妥当と思われる診療報酬点数（⑩の数値） 

(b)予想される年間対象患者数（⑥の数値） 

(c)予想される一人当たりの年間実施回数 

※社会医療診療行為別統計の年間実施回数を使用する場合は、提案

される医療技術に係る予想年間医療費＝(a)×予想される年間実施

回数（(b)×(c)）となる。 

(y) : 提案される技術の保険収載に伴い減少すると予想される医療費 

例）・代替される既存医療技術の対象者減少に伴う医療費減少 

・入院期間の短縮、重症化抑制、合併症抑制に伴う医療費減少等 

なお、提案される医療技術について費用－効果分析、費用－便益

分析などの経済評価が実施されていれば（海外での研究も含む。）、

その結果を記載すること。 

 

備考欄については、上記の予想影響額の算出方法とは異なる方法で予想影

響額を算出した場合に使用すること。 

 

⑪「提案される医療技術において用いる医薬品、医療機器又は体外診断薬」に

ついて 

提案される医療技術の実施に当たって、医薬品、医療機器又は体外診断薬

を用いる場合、当該医薬品等について医薬品医療機器等法上の承認状況を確

認する観点から、主なものについて、その名称（販売名及び一般名）、薬事

承認又は認証の有無（承認又は認証番号）、医薬品医療機器等法の「使用目

的、効能又は効果」、薬価又は材料価格等の内容を記載し、併せて添付文書

を添付すること。ただし、一般的に普及し、かつ、明らかに医薬品医療機器

等法上の承認内容に適して使用されているもの（例：心電図等監視装置、手

術に用いる鉗子等基本的器械類、消炎鎮痛剤等基本的医薬品）は除く。 
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医薬品、医療機器及び体外診断薬について、未承認のもの又は適応外使用

による医療技術に関しては、原則として評価の対象とならないので注意する

こと。承認見込みの場合、令和７年８月末日までに確実に承認取得が可能な

場合のみ、評価の対象となる。 

なお、当該項目の記載や添付資料が不十分な場合には、適切な評価が困難

であるため、評価の対象とならない点に十分注意すること。また、提案に当

たって企業と情報共有等を行った場合には、その旨を「その他記載欄」に記

入すること。 

 

⑫「提案される医療技術の海外における公的医療保険（医療保障）への収載状

況」について 

提案される医療技術の海外における公的医療保険（医療保障）（例：米国

Medicare、英国 NHS 等）への収載状況について、以下のいずれかを選択する

こと。 

１）収載されている 

２）調べたが収載を確認できない 

３）調べていない 

また、１）を選択した場合は、国名、制度名、保険適用上の特徴（例：年齢

制限）を記載の上、それを示す資料を添付すること。 

 

⑬「提案される医療技術の先進医療としての取扱い」について 

提案される医療技術の先進医療としての取扱い状況について、以下のいず

れかを選択すること。また、b 又は c を選択した場合は、現状について簡単

に記載すること。 

a. 承認を受けている 

b. 届出されたが承認されなかった 

c. 届出中 

d. 届出はしていない 

 

⑭「その他」について 

その他、QOLの改善等について、上記までの記載で網羅されておらず特記す

べき事項があれば記載すること。 

 

⑮「当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等」について 

１．の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案され

る医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等の関連団
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体や、研究者等の名称を記載すること。 

⑯「参考文献」について 

提案される医療技術を評価する上で有用と考えられる文献等について、主

たるもので最新のもの５つを上限として、その概要等を記載すること。 

 

【提案書（既収載用）の記載方法】 

１．「申請団体名」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】１．を参照すること。 

 

２．「提案される医療技術が関係する診療科」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】２．を参照すること。 

 

３．「提案される医療技術または提案される医療技術に類似した医療技術の提案

実績の有無」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】３．を参照すること。 

 

４．「診療報酬区分」について 

提案される医療技術が該当する診療報酬区分について、いずれか一つの区

分を選択する。なお、通則の「１」の通り、Ａに該当する場合は医療技術評価

分科会の評価の対象とならないことに留意すること。 

 

５．「再評価区分」及び「提案される医療技術の概要」について 

当該技術の保険収載の取扱いについて再評価を希望する場合は、再評価区

分を選択（複数選択可）し、その概要を該当欄に記載すること。 

 

 概要 例 

（１－Ａ） 

算定要件の見直し

（適応） 

適応疾患等の拡大や縮

小等 

・他の疾患の診断についても有

効性が明らかとなった検査 

・他の疾患についても長期成績

等の有効性が明らかとなった

手術 

（１－Ｂ） 

算定要件の見直し

（施設基準） 

提案される医療技術に

係る現行の施設基準の

見直し 

・質の担保の観点から施設基準

を設けるべき手術 

・現行の基準が厳しすぎるため

保険診療に支障が生じている

手術 
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（１－Ｃ） 

算定要件の見直し

（回数制限） 

回数制限の見直し ・回数制限が現在のエビデンス

と合致していない検査 

・回数制限がないため不必要に

実施されている検査・処置 

※これらについて、患者の生活

上の有用性（QOL の改善への寄

与等）も含め、その理由を記載

すること。 

（２－Ａ） 

点数の見直し（増

点） 

（２－Ｂ） 

点数の見直し（減

点） 

提案される医療技術に

係る保険点数の再評価

（増点・減点） 

 

・新たなエビデンスにより、臨

床上の有用性が高いことが示

された技術 

※これらについて、類似技術の

点数との対比、原価との対比等

を記載すること。 

（３） 

項目設定の見直し 

保険既収載の医療技術で算定できているものの、新たな

ガイドラインや文献等により、別の技術料又は加算とし

ての評価等を希望 

（４） 

保険収載の廃止 

・提案される医療技術が、既に実施されていない 

・提案される医療技術は実施されているが、有効性・安

全性等に疑義が生じている 

（５） 

新規特定保険医療

材料等に係る点数 

・新規特定保険医療材料又は新規体外診断用医薬品によ

り、平成 30年度改定まで既存の項目の点数を準用して算

定している 

（６）その他（１～

４のいずれも該当

しない） 

・上記に該当する区分

がない場合にのみ、本

区分を選択 

（例）ガイドラインの変更等に

より、呼称の変更が必要である

（但し、変更により算定範囲が

拡大する場合を除く。） 

 

６．評価項目について 

①「再評価すべき具体的な内容」について 

提案される医療技術の保険収載の取扱いについて再評価の提案内容を記載

すること。また、点数の見直しの場合は、現行の点数から何点に見直すのか

具体的に記載すること。 

 

②「現在の診療報酬上の取扱い」について 

提案される医療技術の現在の取扱いについて、対象としている患者、技術
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の内容及び現在の診療報酬上の評価等について具体的に記載すること。 

 

③「再評価の根拠・有効性」について 

再評価の根拠や有効性（治癒率、死亡率や QOL の改善等の長期予後等のア

ウトカム）を可能な限りデータや学会のガイドライン等に基づき記載するこ

と。また、当該再評価の理由に関する資料（論文の写し等）を必ず添付するこ

と。 

ガイドライン等での位置づけについて、提案される医療技術がガイドライ

ン等に記載されている場合、当該ガイドライン等の名称、発行年、発行団体

名、提案される医療技術に関する記載の概要について記載するとともに、参

考文献の欄にも記載すること。また、提案される医療技術に係るガイドライ

ン等が「診療ガイドライン」の場合については、「Minds診療ガイドライン作

成マニュアル 2020」（https://minds.jcqhc.or.jp/methods/cpg-

development/minds-manual/）等に準じて質を確保しているかどうかについ

て、評価ツール等（https://minds.jcqhc.or.jp/methods/guideline-

evaluation/agree/）を用いた自己点検の状況や、Mindsに選定された診療ガ

イドラインであるかどうかについても記載すること。提案される医療技術が

ガイドライン等に記載されていない場合、提案される医療技術について掲載

され得るガイドライン等の名称、発行年、発行団体名、当該ガイドラインの

改訂の見込みの時期、提案される医療技術が当該ガイドライン改訂時に記載

される見込みについて記載すること。 

 

④「普及性の変化」について 

年間対象者数の変化や年間実施回数の変化等を記載するとともに、そのよ

うに推定した根拠も記載すること。なお、年間対象者数の変化や年間実施回

数の変化等の記載に当たっては、【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑥を

参照すること。 

 

⑤「医療技術の成熟度」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑦を参照すること。 

 

⑥「安全性」について 

提案される医療技術を見直すことによって安全性に影響が及ぶと予想され

る場合（安全性が向上する場合も含む）は、副作用・合併症・事故などのリス

クについて、その内容と頻度を記載すること。 
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⑦「倫理性・社会的妥当性」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑨を参照すること。 

 

⑧「点数等の見直しの場合」について 

見直し前後の点数及び見直し後の点数の根拠について記載すること 

 

⑨「関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術」について 

提案される医療技術を見直すことによって、他の既存技術の対象者数が減

少するなどして、保険収載の必要がなくなる又は点数を減点することが可能

な医療技術があれば記載し、どの程度減点が可能か具体的な点数を記載する

こと。また、同一区分番号内であっても、減点や削除が可能な部分があれば

記載すること。なお、記載した技術が必ず削除又は減点されるわけではない。 

関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術が複数ある場合には、全

て記載すること。その際、区分が複数にある場合は、「その他」を選択し、該

当する区分を全て右欄に記載すること。 

 

⑩「予想影響額」について 

予想影響額の算出方法及び備考欄の取扱いについては、【提案書（未収載用）

の記載方法】５．⑩を参照すること。 

 

⑪「算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体

外診断薬」について 

算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体

外診断薬がある場合には、【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑪を参照の

上、別紙に記載すること。 

当該医薬品等について、未承認のもの又は適応外使用による技術に関して

は、原則として評価の対象とならないので注意すること。なお、承認見込み

の場合、令和７年８月末日迄に確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対

象となる。また、当該項目の記載や添付資料が不十分な場合には評価の対象

とならないため、十分注意すること。 

 

⑫「その他」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑭を参照すること。 

 

⑬「当該申請団体以外の関係学会（共同提案学会名、関連団体名）、代表的研

究者等」について 
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【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑮を参照すること。 

 

⑭「参考文献」について 

【提案書（未収載用）の記載方法】５．⑯を参照すること。 
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保険未収載技術 評価票（案） 
 

番号： 

評価対象技術： 

評価者： 

 

 

 Ⅰ．評価  

 評価項目 評価結果  

 
１．当該技術の保険収載に係る必要

性・妥当性について 

 

１  ２  ３  ４  ５ 
 

（低      高） 

 

 
２．倫理性・社会的妥当性について 

 

問題あり   問題なし 

 

 

 

３．実施施設の限定について 

 

１．施設基準を設けるべき 

 

２．必要なし 
  

 

 Ⅱ．コメント  

 (1)既存技術と比較した有効性及び効率

性について 

  

 (2)普及性について   

 (3)技術的成熟度について   

 (4)安全性について   

 Ⅲ．自由記載欄  

   

  

（評価上の留意事項） 

Ⅰ．評価結果について 

・「１．当該技術の保険収載に係る必要性・妥当性について」及び「２．倫理性・社会的妥当性につい

て」は、提案書①～⑥に記載された内容を、エビデンスレベル等のデータの質・信頼度、臨床的観点

からの妥当性などから総合的に評価し、評価結果を○で囲むこと。 

 

 ・「３．実施施設の限定について」は、提案書①～⑤の記載を総合的に評価し、当該技術を実施する場合

には、安全性等の観点から一定の施設に限定する必要である、と判断した場合は、１を○で囲むこと。 

 

Ⅱ．コメントについて 

 ・評価結果を１又は２とした場合は、提案書の内容が不十分と考えられる点 

 ・評価結果を５とした場合は、評価ができると考えられる点 

を少なくとも１項目について、(1)～(４)の「コメント」欄に記載する。（複数記載可） 

 

Ⅲ．自由記載欄について 

その他、当該技術に関して特記すべき事項がある場合は、記載すること。なお、事務局が提案書記載内容

の確認を行った際等に気づいた点を記載することもあるので、評価の際に参考として用いること。 

 

診調組 技－３－３ 

７ ． ２ ． ３ 

 

中医協 診－２－３ 

７ ． ２ ． １ ９ 

 

中医協 総－４－４ 

７ ． ２ ． １ ９ 
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保険既収載技術 評価票（案） 
 

番号： 

評価対象技術： 

評価者： 

 

評価結果 

 

 Ⅰ．評価  

 評価項目 評価結果  

 

 

１．再評価の必要性・妥当性について 

 

 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

 

（低      高） 

 

 

 Ⅱ．コメント  

 (1)有効性等について 
 

 

 (2)普及性の変化について 
 

 

 (3)予想される医療費の影響について 
 

 

 (4)その他（安全性、技術の成熟度、倫

理性・社会的妥当性について特記す

べき事項があれば） 

 
 

 Ⅲ．自由記載欄  

   

  

（評価上の留意事項） 

Ⅰ．評価結果について 

・「１．再評価の必要性・妥当性について」は、提案書①～⑤に記載されている有効性等に関するデータ

の質・信頼度も含め総合的に評価し、評価結果を○で囲むこと。 

 

Ⅱ．コメントについて 

 ・評価結果を１又は２とした場合は、提案書の内容が不十分と考えられる点 

 ・評価結果を５とした場合は、評価ができると考えられる点 

を少なくとも１項目について、(1)～(4)の「コメント」欄に記載する。（複数記載可） 

 

Ⅲ．自由記載欄について 

その他、当該技術に関して特記すべき事項がある場合は、記載すること。なお、事務局が提案書記載内容

の確認を行った際等に気づいた点を記載することもあるので、評価の際に参考として用いること。 
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医療技術の体系的な分類について

整形外科領域におけるＫコードの見直し（案）

医科点数表（告示）の見直し（案）　K023-K144 （参考）令和６年度診療報酬改定時点での医科点数表

区分
診療報酬

コード

枝番

号

診療報酬術式名

（変更点赤字）
点数 補足

診療報酬

コード
枝番号 診療報酬術式名 点数

（筋膜、筋、腱、腱鞘） * * － * * * *

K023 筋膜切離術、筋膜切開術 940 変更無し K023 筋膜切離術、筋膜切開術 940

K024 筋切離術 3,690 変更無し K024 筋切離術 3,690

K025 股関節内転筋切離術 6,370 変更無し K025 股関節内転筋切離術 6,370

K026 股関節筋群解離術 12,140 変更無し K026 股関節筋群解離術 12,140

K026-2 股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症） 16,700 変更無し K026-2 股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症） 16,700

K027 筋炎手術 変更無し K027 筋炎手術

K027 1 筋炎手術（腸腰筋、殿筋、大腿筋） 2,060 名称の一部変更 K027 1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060

K027 2 その他の筋炎手術 1,210 名称の一部変更 K027 2 その他の筋 1,210

K028 腱鞘切開術（内視鏡下によるものを含む。） 名称の一部変更 K028 腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む。）

K028 1 腱鞘切開術 2,350 新規項目立て K028 腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む。） 2,350

K028 2 腱鞘切開術（内視鏡下） 2,350 新規項目立て K028 腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む。） 2,350

K029 筋肉内異物摘出術 3,440 変更無し K029 筋肉内異物摘出術 3,440

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 変更無し K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

K030 1 肩軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 2 上腕軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 3 前腕軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 4 大腿軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 5 下腿軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 6 躯幹軟部腫瘍摘出術 8,490 項目立ての変更（細分化） K030 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490

K030 7 手軟部腫瘍摘出術 3,750 項目立ての変更（細分化） K030 2 手、足 3,750

K030 8 足軟部腫瘍摘出術 3,750 項目立ての変更（細分化） K030 2 手、足 3,750

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 変更無し K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

K031 1 肩軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 2 上腕軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 3 前腕軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 4 大腿軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 5 下腿軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 6 躯幹軟部悪性腫瘍手術 27,740 項目立ての変更（細分化） K031 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740

K031 7 手軟部悪性腫瘍手術 14,800 項目立ての変更（細分化） K031 2 手、足 14,800

K031 8 足軟部悪性腫瘍手術 14,800 項目立ての変更（細分化） K031 2 手、足 14,800

K032 削除 － K032 削除

K033 筋膜移植術 変更無し K033 筋膜移植術

K033 1 手指及び足趾筋膜移植術 8,720 名称の一部変更 K033 1 指（手、足） 8,720

K033 2 その他の筋膜移植術 10,310 名称の一部変更 K033 2 その他のもの 10,310

K034 腱切離・切除術（内視鏡下によるものを含む。） 名称の一部変更 K034 腱切離・切除術（関節鏡下によるものを含む。）

K034 1 腱切離・切除術 4,290 新規項目立て K034 腱切離・切除術（関節鏡下によるものを含む。） 4,290

K034 2 腱切離・切除術（内視鏡下） 4,290 新規項目立て K034 腱切離・切除術（関節鏡下によるものを含む。） 4,290

K035 腱剥離術（内視鏡下によるものを含む。） 名称の一部変更 K035 腱剥離術（関節鏡下によるものを含む。）

K035 1 腱剥離術 13,580 新規項目立て K035 腱剥離術（関節鏡下によるものを含む。） 13,580

K035 2 腱剥離術（内視鏡下） 13,580 新規項目立て K035 腱剥離術（関節鏡下によるものを含む。） 13,580

K035-2 腱滑膜切除術 9,060 変更無し K035-2 腱滑膜切除術 9,060

K036 削除 － K036 削除

K037 腱縫合術 13,580 変更無し K037 腱縫合術 13,580

K037-2 アキレス腱断裂修復手術 8,710 名称の一部変更 K037-2 アキレス腱断裂手術 8,710

K038 腱延長術 10,750 変更無し K038 腱延長術 10,750

K039 腱移植術（人工腱形成術を含む。） 変更無し K039 腱移植術（人工腱形成術を含む。）

K039 1 手指腱移植術（人工腱形成術を含む。） 18,780 項目立ての変更（細分化） K039 1 指（手、足） 18,780

K039 2 足趾腱移植術（人工腱形成術を含む。） 18,780 項目立ての変更（細分化） K039 1 指（手、足） 18,780

K039 3 その他の腱移植術（人工腱形成術を含む。） 23,860 名称の一部変更 K039 2 その他のもの 23,860

K040 腱移行術 変更無し K040 腱移行術

K040 1 手指及び足趾腱移行術 15,570 名称の一部変更 K040 1 指（手、足） 15,570

K040 2 その他の腱移行術 18,080 名称の一部変更 K040 2 その他のもの 18,080

K040-2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 13,610 変更無し K040-2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 13,610

K040-3 腓骨筋腱腱鞘形成術 18,080 変更無し K040-3 腓骨筋腱腱鞘形成術 18,080

K041 削除 － K041 削除

（四肢骨） * * － * * * *

K042 骨穿孔術 1,730 変更無し K042 骨穿孔術 1,730
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医療技術の体系的な分類について

整形外科領域におけるＫコードの見直し（案）
K043 骨掻爬術 変更無し K043 骨掻爬術

K043 1 肩甲骨掻爬術 12,270 項目立ての変更（細分化） K043 1 肩甲骨、上腕、大腿 12,270

K043 2 上腕骨掻爬術 12,270 項目立ての変更（細分化） K043 1 肩甲骨、上腕、大腿 12,270

K043 3 大腿骨掻爬術 12,270 項目立ての変更（細分化） K043 1 肩甲骨、上腕、大腿 12,270

K043 4 前腕骨掻爬術 8,040 項目立ての変更（細分化） K043 2 前腕、下腿 8,040

K043 5 下腿骨掻爬術 8,040 項目立ての変更（細分化） K043 2 前腕、下腿 8,040

K043 6 鎖骨掻爬術 3,590 項目立ての変更（細分化） K043 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590

K043 7 膝蓋骨掻爬術 3,590 項目立ての変更（細分化） K043 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590

K043 8 手部骨掻爬術 3,590 項目立ての変更（細分化） K043 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590

K043 9 足部骨掻爬術 3,590 項目立ての変更（細分化） K043 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590

K043 10 その他の骨掻爬術 3,590 項目立ての変更（細分化） K043 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590

K043-2 削除 － K043-2 削除

K043-3 削除 － K043-3 削除

K044 骨折非観血的整復術 変更無し K044 骨折非観血的整復術

K044 1 肩甲骨骨折非観血的整復術 1,840 項目立ての変更（細分化） K044 1 肩甲骨、上腕、大腿 1,840

K044 2 上腕骨骨折非観血的整復術 1,840 項目立ての変更（細分化） K044 1 肩甲骨、上腕、大腿 1,840

K044 3 大腿骨骨折非観血的整復術 1,840 項目立ての変更（細分化） K044 1 肩甲骨、上腕、大腿 1,840

K044 4 前腕骨骨折非観血的整復術 2,040 項目立ての変更（細分化） K044 2 前腕、下腿 2,040

K044 5 下腿骨骨折非観血的整復術 2,040 項目立ての変更（細分化） K044 2 前腕、下腿 2,040

K044 6 鎖骨骨折非観血的整復術 1,440 項目立ての変更（細分化） K044 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440

K044 7 膝蓋骨骨折非観血的整復術 1,440 項目立ての変更（細分化） K044 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440

K044 8 手部骨折非観血的整復術 1,440 項目立ての変更（細分化） K044 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440

K044 9 足部骨折非観血的整復術 1,440 項目立ての変更（細分化） K044 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440

K044 10 その他の骨折非観血的整復術 1,440 項目立ての変更（細分化） K044 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440

K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術 変更無し K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術

K045 1 肩甲骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060 項目立ての変更（細分化） K045 1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060

K045 2 上腕骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060 項目立ての変更（細分化） K045 1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060

K045 3 大腿骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060 項目立ての変更（細分化） K045 1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060

K045 4 前腕骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 4,100 項目立ての変更（細分化） K045 2 前腕、下腿 4,100

K045 5 下腿骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 4,100 項目立ての変更（細分化） K045 2 前腕、下腿 4,100

K045 6 鎖骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 7 膝蓋骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 8 手根骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 9 中手骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 10 手指骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 11 足根骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 12 中足骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 13 足趾骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K045 14 その他の骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190 項目立ての変更（細分化） K045 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 2,190

K046 骨折観血的手術 変更無し K046 骨折観血的手術

K046 1 肩甲骨骨折観血的手術 21,630 項目立ての変更（細分化） K046 1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630

K046 2 上腕骨骨折観血的手術 21,630 項目立ての変更（細分化） K046 1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630

K046 3 大腿骨骨折観血的手術 21,630 項目立ての変更（細分化） K046 1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630

K046 4 前腕骨骨折観血的手術 18,370 項目立ての変更（細分化） K046 2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370

K046 5 下腿骨骨折観血的手術 18,370 項目立ての変更（細分化） K046 2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370

K046 6 手舟状骨骨折観血的手術 18,370 項目立ての変更（細分化） K046 2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370

K046 7 鎖骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 8 膝蓋骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 9 手根骨（舟状骨を除く。）骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 10 中手骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 11 手指骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 12 足根骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 13 中足骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 14 足趾骨骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046 15 その他の骨折観血的手術 11,370 項目立ての変更（細分化） K046 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 11,370

K046-2 骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 変更無し K046-2 骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）

K046-2 1 肩甲骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 23,420 項目立ての変更（細分化） K046-2 1 肩甲骨、上腕、大腿 23,420

K046-2 2 上腕骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 23,420 項目立ての変更（細分化） K046-2 1 肩甲骨、上腕、大腿 23,420

K046-2 3 大腿骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 23,420 項目立ての変更（細分化） K046-2 1 肩甲骨、上腕、大腿 23,420

K046-2 4 前腕骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 18,800 項目立ての変更（細分化） K046-2 2 前腕、下腿 18,800

K046-2 5 下腿骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 18,800 項目立ての変更（細分化） K046-2 2 前腕、下腿 18,800
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K046-2 6 手根骨観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-2 7 中手骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-2 8 手指骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-2 9 足根骨観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-2 10 中足骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-2 11 足趾骨骨折観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） 13,120 項目立ての変更（細分化） K046-2 3 手、足、指（手、足） 13,120

K046-3 骨折一時的創外固定術 名称の一部変更 K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 1 上腕骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 2 前腕骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 3 手部骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 4 大腿骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 5 膝蓋骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 6 下腿骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 7 足部骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 8 脊椎骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K046-3 9 骨盤骨骨折一時的創外固定術 34,000 新規項目立て K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000

K047 難治性骨折電磁波電気治療法（一連につき） 12,500 変更無し K047 難治性骨折電磁波電気治療法（一連につき） 12,500

K047-2 難治性骨折超音波治療法（一連につき） 12,500 変更無し K047-2 難治性骨折超音波治療法（一連につき） 12,500

K047-3 超音波骨折治療法（一連につき） 4,620 変更無し K047-3 超音波骨折治療法（一連につき） 4,620

K048 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 変更無し K048 骨内異物（挿入物を含む。）除去術

K048 1 頭蓋、顔面骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術（複数切開を要するもの） 12,100 項目立ての変更（細分化） K048 1 頭蓋、顔面骨（複数切開を要するもの） 12,100

K048 2 その他の頭蓋、顔面骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 7,870 項目立ての変更（細分化） K048 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870

K048 3 肩甲骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 7,870 項目立ての変更（細分化） K048 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870

K048 4 上腕骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 7,870 項目立ての変更（細分化） K048 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870

K048 5 大腿骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 7,870 項目立ての変更（細分化） K048 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870

K048 6 前腕骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 5,200 項目立ての変更（細分化） K048 3 前腕、下腿 5,200

K048 7 下腿骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 5,200 項目立ての変更（細分化） K048 3 前腕、下腿 5,200

K048 8 鎖骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 9 膝蓋骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 10 手根骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 11 中手骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 12 手指骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 13 足根骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 14 中足骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 15 足趾骨骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K048 16 その他の骨内異物（挿入物を含む。）除去術 3,620 項目立ての変更（細分化） K048 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,620

K049 骨部分切除術 変更無し K049 骨部分切除術

K049 1 肩甲骨部分切除術 5,900 項目立ての変更（細分化） K049 1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900

K049 2 上腕骨部分切除術 5,900 項目立ての変更（細分化） K049 1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900

K049 3 大腿骨部分切除術 5,900 項目立ての変更（細分化） K049 1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900

K049 4 前腕骨部分切除術 4,940 項目立ての変更（細分化） K049 2 前腕、下腿 4,940

K049 5 下腿骨部分切除術 4,940 項目立ての変更（細分化） K049 2 前腕、下腿 4,940

K049 6 鎖骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 7 膝蓋骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 8 手根骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 9 中手骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 10 手指骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 11 足根骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 12 中足骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 13 足趾骨骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K049 14 その他の骨部分切除術 3,280 項目立ての変更（細分化） K049 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 3,280

K050 腐骨摘出術 変更無し K050 腐骨摘出術

K050 1 肩甲骨腐骨摘出術 15,570 項目立ての変更（細分化） K050 1 肩甲骨、上腕、大腿 15,570

K050 2 上腕骨腐骨摘出術 15,570 項目立ての変更（細分化） K050 1 肩甲骨、上腕、大腿 15,570

K050 3 大腿骨腐骨摘出術 15,570 項目立ての変更（細分化） K050 1 肩甲骨、上腕、大腿 15,570

K050 4 前腕骨腐骨摘出術 12,510 項目立ての変更（細分化） K050 2 前腕、下腿 12,510

K050 5 下腿骨腐骨摘出術 12,510 項目立ての変更（細分化） K050 2 前腕、下腿 12,510

K050 6 鎖骨腐骨摘出術 4,100 項目立ての変更（細分化） K050 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100

K050 7 膝蓋骨腐骨摘出術 4,100 項目立ての変更（細分化） K050 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100

K050 8 手部腐骨摘出術 4,100 項目立ての変更（細分化） K050 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100

K050 9 足部腐骨摘出術 4,100 項目立ての変更（細分化） K050 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100
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K050 10 その他の腐骨摘出術 4,100 項目立ての変更（細分化） K050 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100

K051 骨全摘術 変更無し K051 骨全摘術

K051 1 肩甲骨全摘術 27,890 項目立ての変更（細分化） K051 1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890

K051 2 上腕骨全摘術 27,890 項目立ての変更（細分化） K051 1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890

K051 3 大腿骨全摘術 27,890 項目立ての変更（細分化） K051 1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890

K051 4 前腕骨全摘術 15,570 項目立ての変更（細分化） K051 2 前腕、下腿 15,570

K051 5 下腿骨全摘術 15,570 項目立ての変更（細分化） K051 2 前腕、下腿 15,570

K051 6 鎖骨全摘術 5,160 項目立ての変更（細分化） K051 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160

K051 7 膝蓋骨全摘術 5,160 項目立ての変更（細分化） K051 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160

K051 8 手部骨全摘術 5,160 項目立ての変更（細分化） K051 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160

K051 9 足部骨全摘術 5,160 項目立ての変更（細分化） K051 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160

K051 10 その他の骨全摘術 5,160 項目立ての変更（細分化） K051 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160

K051-2 中手骨又は中足骨摘除術（２本以上） 変更無し K051-2 中手骨又は中足骨摘除術（２本以上）

K051-2 1 中手骨摘除術（２本以上） 5,930 新規項目立て K051-2 中手骨又は中足骨摘除術（２本以上） 5,930

K051-2 2 中足骨摘除術（２本以上） 5,930 新規項目立て K051-2 中手骨又は中足骨摘除術（２本以上） 5,930

K052 骨腫瘍切除術 変更無し K052 骨腫瘍切除術

K052 1 肩甲骨腫瘍切除術 17,410 項目立ての変更（細分化） K052 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410

K052 2 上腕骨腫瘍切除術 17,410 項目立ての変更（細分化） K052 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410

K052 3 大腿骨腫瘍切除術 17,410 項目立ての変更（細分化） K052 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410

K052 4 前腕骨腫瘍切除術 9,370 項目立ての変更（細分化） K052 2 前腕、下腿 9,370

K052 5 下腿骨腫瘍切除術 9,370 項目立ての変更（細分化） K052 2 前腕、下腿 9,370

K052 6 鎖骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 7 膝蓋骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 8 手根骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 9 中手骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 10 手指骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 11 足根骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 12 中足骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 13 足趾骨骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052 14 その他の骨腫瘍切除術 4,340 項目立ての変更（細分化） K052 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 4,340

K052-2 削除 － K052-2 削除

K052-3 削除 － K052-3 削除

K053 骨悪性腫瘍手術 変更無し K053 骨悪性腫瘍手術

K053 1 肩甲骨悪性腫瘍手術 36,600 項目立ての変更（細分化） K053 1 肩甲骨、上腕、大腿 36,600

K053 2 上腕骨悪性腫瘍手術 36,600 項目立ての変更（細分化） K053 1 肩甲骨、上腕、大腿 36,600

K053 3 大腿骨悪性腫瘍手術 36,600 項目立ての変更（細分化） K053 1 肩甲骨、上腕、大腿 36,600

K053 4 前腕骨悪性腫瘍手術 35,000 項目立ての変更（細分化） K053 2 前腕、下腿 35,000

K053 5 下腿骨悪性腫瘍手術 35,000 項目立ての変更（細分化） K053 2 前腕、下腿 35,000

K053 6 鎖骨悪性腫瘍手術 25,310 項目立ての変更（細分化） K053 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310

K053 7 膝蓋骨悪性腫瘍手術 25,310 項目立ての変更（細分化） K053 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310

K053 8 手部骨悪性腫瘍手術 25,310 項目立ての変更（細分化） K053 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310

K053 9 足部骨悪性腫瘍手術 25,310 項目立ての変更（細分化） K053 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310

K053 10 その他の骨悪性腫瘍手術 25,310 項目立ての変更（細分化） K053 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310

K053-2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として） 変更無し K053-2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）

K053-2 1 ２センチメートル以内のもの 15,000 変更無し K053-2 1 ２センチメートル以内のもの 15,000

K053-2 2 ２センチメートルを超えるもの 21,960 変更無し K053-2 2 ２センチメートルを超えるもの 21,960

K054 骨切り術 変更無し K054 骨切り術

K054 1 肩甲骨骨切り術 28,210 項目立ての変更（細分化） K054 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210

K054 2 上腕骨骨切り術 28,210 項目立ての変更（細分化） K054 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210

K054 3 大腿骨骨切り術 28,210 項目立ての変更（細分化） K054 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210

K054 4 前腕骨骨切り術 22,680 項目立ての変更（細分化） K054 2 前腕、下腿 22,680

K054 5 下腿骨骨切り術 22,680 項目立ての変更（細分化） K054 2 前腕、下腿 22,680

K054 6 鎖骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 7 膝蓋骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 8 手根骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 9 中手骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 10 手指骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 11 足根骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 12 中足骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 13 足趾骨骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150

K054 14 その他の骨切り術 8,150 項目立ての変更（細分化） K054 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 8,150
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K054-2 脛骨近位骨切り術 28,300 変更無し K054-2 脛骨近位骨切り術 28,300

K055 削除 － K055 削除

K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070 変更無し K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070

K055-3 大腿骨近位部（転子間を含む。）骨切り術 37,570 変更無し K055-3 大腿骨近位部（転子間を含む。）骨切り術 37,570

K055-4 大腿骨遠位骨切り術 33,830 変更無し K055-4 大腿骨遠位骨切り術 33,830

K056 偽関節手術 変更無し K056 偽関節手術

K056 1 肩甲骨偽関節手術 30,310 項目立ての変更（細分化） K056 1 肩甲骨、上腕、大腿 30,310

K056 2 上腕骨偽関節手術 30,310 項目立ての変更（細分化） K056 1 肩甲骨、上腕、大腿 30,310

K056 3 大腿骨偽関節手術 30,310 項目立ての変更（細分化） K056 1 肩甲骨、上腕、大腿 30,310

K056 4 前腕骨偽関節手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K056 2 前腕、下腿、手舟状骨 28,210

K056 5 下腿骨偽関節手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K056 2 前腕、下腿、手舟状骨 28,210

K056 6 手舟状骨偽関節手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K056 2 前腕、下腿、手舟状骨 28,210

K056 7 鎖骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 8 膝蓋骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 9 手根骨（舟状骨を除く。）偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 10 中手骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 11 手指骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 12 足根骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 13 中足骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 14 足趾骨偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056 15 その他の偽関節手術 15,570 項目立ての変更（細分化） K056 3 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 15,570

K056-2 難治性感染性偽関節手術（創外固定器によるもの） 48,820 変更無し K056-2 難治性感染性偽関節手術（創外固定器によるもの） 48,820

K057 変形治癒骨折矯正手術 変更無し K057 変形治癒骨折矯正手術

K057 1 肩甲骨変形治癒骨折矯正手術 34,400 項目立ての変更（細分化） K057 1 肩甲骨、上腕、大腿 34,400

K057 2 上腕骨変形治癒骨折矯正手術 34,400 項目立ての変更（細分化） K057 1 肩甲骨、上腕、大腿 34,400

K057 3 大腿骨変形治癒骨折矯正手術 34,400 項目立ての変更（細分化） K057 1 肩甲骨、上腕、大腿 34,400

K057 4 前腕骨変形治癒骨折矯正手術 30,860 項目立ての変更（細分化） K057 2 前腕、下腿 30,860

K057 5 下腿骨変形治癒骨折矯正手術 30,860 項目立ての変更（細分化） K057 2 前腕、下腿 30,860

K057 6 鎖骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 7 膝蓋骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 8 手根骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 9 中手骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 10 手指骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 11 足根骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 12 中足骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 13 足趾骨変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K057 14 その他の変形治癒骨折矯正手術 15,770 項目立ての変更（細分化） K057 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他 15,770

K058 骨長調整手術 変更無し K058 骨長調整手術

K058 1 骨端軟骨発育抑制術 16,340 変更無し K058 1 骨端軟骨発育抑制術 16,340

K058 2 骨短縮術 15,200 変更無し K058 2 骨短縮術 15,200

K058 3 手指骨及び足趾骨骨延長術 16,390 名称の一部変更 K058 3 骨延長術（指（手、足）） 16,390

K058 4 その他の骨延長術 29,370 名称の一部変更 K058 4 骨延長術（指（手、足）以外） 29,370

K059 骨移植術（軟骨移植術を含む。） 変更無し K059 骨移植術（軟骨移植術を含む。）

K059 1 自家骨移植 16,830 変更無し K059 1 自家骨移植 16,830

K059 2 同種骨移植（生体） 28,660 変更無し K059 2 同種骨移植（生体） 28,660

K059 3 同種骨移植（非生体） 変更無し K059 3 同種骨移植（非生体）

K059 ３　イ 同種骨移植（特殊なもの） 39,720 変更無し K059 ３　イ 同種骨移植（特殊なもの） 39,720

K059 ３　ロ 同種骨移植（その他の場合） 21,050 変更無し K059 ３　ロ その他の場合 21,050

K059 4 自家培養軟骨移植 14,030 変更無し K059 4 自家培養軟骨移植 14,030

K059-2 自家骨軟骨移植術（関節鏡下） 22,340 名称の一部変更 K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 22,340

K060 関節切開術 変更無し K060 関節切開術

K060 1 肩関節切開術 3,600 項目立ての変更（細分化） K060 1 肩、股、膝 3,600

K060 2 股関節切開術 3,600 項目立ての変更（細分化） K060 1 肩、股、膝 3,600

K060 3 膝関節切開術 3,600 項目立ての変更（細分化） K060 1 肩、股、膝 3,600

K060 4 胸鎖関節切開術 1,470 項目立ての変更（細分化） K060 2 胸鎖、肘、手、足 1,470

K060 5 肘関節切開術 1,470 項目立ての変更（細分化） K060 2 胸鎖、肘、手、足 1,470

K060 6 手関節切開術 1,470 項目立ての変更（細分化） K060 2 胸鎖、肘、手、足 1,470

K060 7 足関節及び距骨周囲関節切開術 1,470 項目立ての変更（細分化） K060 2 胸鎖、肘、手、足 1,470

K060 8 肩鎖関節切開術 780 項目立ての変更（細分化） K060 3 肩鎖、指（手、足） 780

K060 9 手指関節切除術 780 項目立ての変更（細分化） K060 3 肩鎖、指（手、足） 780

K060 10 足趾関節切開術 780 項目立ての変更（細分化） K060 3 肩鎖、指（手、足） 780
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医療技術の体系的な分類について

整形外科領域におけるＫコードの見直し（案）
K060-2 肩関節周囲沈着石灰摘出術 変更無し K060-2 肩関節周囲沈着石灰摘出術

K060-2 1 肩関節周囲沈着石灰摘出術 8,640 名称の一部変更 K060-2 1 観血的に行うもの 8,640

K060-2 2 肩関節周囲沈着石灰摘出術（関節鏡下） 12,720 名称の一部変更 K060-2 2 関節鏡下で行うもの 12,720

K060-3 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 変更無し K060-3 化膿性又は結核性関節炎掻爬術

K060-3 1 化膿性又は結核性肩関節炎掻爬術 20,020 項目立ての変更（細分化） K060-3 1 肩、股、膝 20,020

K060-3 2 化膿性又は結核性股関節炎掻爬術 20,020 項目立ての変更（細分化） K060-3 1 肩、股、膝 20,020

K060-3 3 化膿性又は結核性膝関節炎掻爬術 20,020 項目立ての変更（細分化） K060-3 1 肩、股、膝 20,020

K060-3 4 化膿性又は結核性胸鎖関節炎掻爬術 13,130 項目立ての変更（細分化） K060-3 2 胸鎖、肘、手、足 13,130

K060-3 5 化膿性又は結核性肘関節炎掻爬術 13,130 項目立ての変更（細分化） K060-3 2 胸鎖、肘、手、足 13,130

K060-3 6 化膿性又は結核性手関節炎掻爬術 13,130 項目立ての変更（細分化） K060-3 2 胸鎖、肘、手、足 13,130

K060-3 7 化膿性又は結核性足関節及び距骨周囲関節炎掻爬術 13,130 項目立ての変更（細分化） K060-3 2 胸鎖、肘、手、足 13,130

K060-3 8 化膿性又は結核性肩鎖関節炎掻爬術 3,330 項目立ての変更（細分化） K060-3 3 肩鎖、指（手、足） 3,330

K060-3 9 化膿性又は結核性手指関節炎掻爬術 3,330 項目立ての変更（細分化） K060-3 3 肩鎖、指（手、足） 3,330

K060-3 10 化膿性又は結核性足趾関節炎掻爬術 3,330 項目立ての変更（細分化） K060-3 3 肩鎖、指（手、足） 3,330

K061 関節脱臼非観血的整復術 変更無し K061 関節脱臼非観血的整復術

K061 1 肩関節脱臼非観血的整復術 1,800 項目立ての変更（細分化） K061 1 肩、股、膝 1,800

K061 2 股関節脱臼非観血的整復術 1,800 項目立ての変更（細分化） K061 1 肩、股、膝 1,800

K061 3 膝関節脱臼非観血的整復術 1,800 項目立ての変更（細分化） K061 1 肩、股、膝 1,800

K061 4 胸鎖関節脱臼非観血的整復術 1,560 項目立ての変更（細分化） K061 2 胸鎖、肘、手、足 1,560

K061 5 肘関節脱臼非観血的整復術 1,560 項目立ての変更（細分化） K061 2 胸鎖、肘、手、足 1,560

K061 6 手関節脱臼非観血的整復術 1,560 項目立ての変更（細分化） K061 2 胸鎖、肘、手、足 1,560

K061 7 足関節及び距骨周囲関節脱臼非観血的整復術 1,560 項目立ての変更（細分化） K061 2 胸鎖、肘、手、足 1,560

K061 8 肩鎖関節脱臼非観血的整復術 960 項目立ての変更（細分化） K061 3 肩鎖、指（手、足）、小児肘内障 960

K061 9 手指関節脱臼非観血的整復術 960 項目立ての変更（細分化） K061 3 肩鎖、指（手、足）、小児肘内障 960

K061 10 足趾関節脱臼非観血的整復術 960 項目立ての変更（細分化） K061 3 肩鎖、指（手、足）、小児肘内障 960

K061 11 小児肘内障非観血的整復術 960 項目立ての変更（細分化） K061 3 肩鎖、指（手、足）、小児肘内障 960

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側） 変更無し K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）

K062 1 先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）　リーメンビューゲル法 2,050 名称の一部変更 K062 1 リーメンビューゲル法 2,050

K062 2 先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）　その他 3,390 名称の一部変更 K062 2 その他 3,390

K063 関節脱臼観血的整復術 変更無し K063 関節脱臼観血的整復術

K063 1 肩関節脱臼観血的整復術 28,210 項目立ての変更（細分化） K063 1 肩、股、膝 28,210

K063 2 股関節脱臼観血的整復術 28,210 項目立ての変更（細分化） K063 1 肩、股、膝 28,210

K063 3 膝関節脱臼観血的整復術 28,210 項目立ての変更（細分化） K063 1 肩、股、膝 28,210

K063 4 胸鎖関節脱臼観血的整復術 18,810 項目立ての変更（細分化） K063 2 胸鎖、肘、手、足 18,810

K063 5 肘関節脱臼観血的整復術 18,810 項目立ての変更（細分化） K063 2 胸鎖、肘、手、足 18,810

K063 6 手関節脱臼観血的整復術 18,810 項目立ての変更（細分化） K063 2 胸鎖、肘、手、足 18,810

K063 7 足関節及び距骨周囲関節脱臼観血的整復術 18,810 項目立ての変更（細分化） K063 2 胸鎖、肘、手、足 18,810

K063 8 肩鎖関節脱臼観血的整復術 15,080 項目立ての変更（細分化） K063 3 肩鎖、指（手、足） 15,080

K063 9 手指関節脱臼非観血的整復術 15,080 項目立ての変更（細分化） K063 3 肩鎖、指（手、足） 15,080

K063 10 足趾関節脱臼非観血的整復術 15,080 項目立ての変更（細分化） K063 3 肩鎖、指（手、足） 15,080

K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 23,240 変更無し K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 23,240

K065 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 変更無し K065 関節内異物(挿入物を含む。)除去術

K065 1 肩関節内異物(挿入物を含む。)除去術 12,540 項目立ての変更（細分化） K065 1 肩、股、膝 12,540

K065 2 股関節内異物(挿入物を含む。)除去術 12,540 項目立ての変更（細分化） K065 1 肩、股、膝 12,540

K065 3 膝関節内異物(挿入物を含む。)除去術 12,540 項目立ての変更（細分化） K065 1 肩、股、膝 12,540

K065 4 胸鎖関節内異物(挿入物を含む。)除去術 4,600 項目立ての変更（細分化） K065 2 胸鎖、肘、手、足 4,600

K065 5 肘関節内異物(挿入物を含む。)除去術 4,600 項目立ての変更（細分化） K065 2 胸鎖、肘、手、足 4,600

K065 6 手関節内異物(挿入物を含む。)除去術 4,600 項目立ての変更（細分化） K065 2 胸鎖、肘、手、足 4,600

K065 7 足関節及び距骨周囲関節内異物(挿入物を含む。)除去術 4,600 項目立ての変更（細分化） K065 2 胸鎖、肘、手、足 4,600

K065 8 肩鎖関節内異物(挿入物を含む。)除去術 2,950 項目立ての変更（細分化） K065 3 肩鎖、指（手、足） 2,950

K065 9 手指関節内異物(挿入物を含む。)除去術 2,950 項目立ての変更（細分化） K065 3 肩鎖、指（手、足） 2,950

K065 10 足趾関節内異物（挿入物を含む）除去術 2,950 項目立ての変更（細分化） K065 3 肩鎖、指（手、足） 2,950

K065-2 関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 名称の一部変更 K065-2 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術

K065-2 1 肩関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 13,950 項目立ての変更（細分化） K065-2 1 肩、股、膝 13,950

K065-2 2 股関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 13,950 項目立ての変更（細分化） K065-2 1 肩、股、膝 13,950

K065-2 3 膝関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 13,950 項目立ての変更（細分化） K065-2 1 肩、股、膝 13,950

K065-2 4 肘関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 12,300 項目立ての変更（細分化） K065-2 2 胸鎖、肘、手、足 12,300

K065-2 5 手関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 12,300 項目立ての変更（細分化） K065-2 2 胸鎖、肘、手、足 12,300

K065-2 6 足関節及び距骨周囲関節内異物(挿入物を含む。)除去術（関節鏡下） 12,300 項目立ての変更（細分化） K065-2 2 胸鎖、肘、手、足 12,300

K065-2 削除 削除（胸鎖） K065-2 2 胸鎖、肘、手、足 12,300

K065-2 削除 削除（肩鎖、指（手、足）） K065-2 3 肩鎖、指（手、足） 7,930
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整形外科領域におけるＫコードの見直し（案）
K066 関節滑膜切除術 変更無し K066 関節滑膜切除術

K066 1 肩関節滑膜切除術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066 1 肩、股、膝 17,750

K066 2 股関節滑膜切除術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066 1 肩、股、膝 17,750

K066 3 膝関節滑膜切除術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066 1 肩、股、膝 17,750

K066 4 胸鎖関節滑膜切除術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066 5 肘関節滑膜切除術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066 6 手関節滑膜切除術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066 7 足関節及び距骨周囲関節滑膜切除術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066 8 肩鎖関節滑膜切除術 8,880 項目立ての変更（細分化） K066 3 肩鎖、指（手、足） 8,880

K066 9 手指関節滑膜切除術 8,880 項目立ての変更（細分化） K066 3 肩鎖、指（手、足） 8,880

K066 10 足趾関節滑膜切除術 8,880 項目立ての変更（細分化） K066 3 肩鎖、指（手、足） 8,880

K066 11 掌指関節滑膜切除術 7,930 項目移動 K066-7 掌指関節滑膜切除術 7,930

K066-2 関節滑膜切除術（関節鏡下） 名称の一部変更 K066-2 関節鏡下関節滑膜切除術

K066-2 1 肩関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-2 1 肩、股、膝 17,610

K066-2 2 股関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-2 1 肩、股、膝 17,610

K066-2 3 膝関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-2 1 肩、股、膝 17,610

K066-2 4 胸鎖関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-2 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-2 5 肘関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-2 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-2 6 手関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-2 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-2 7 足関節及び距骨周囲関節滑膜切除術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-2 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-2 8 肩鎖関節滑膜切除術（関節鏡下） 16,060 項目立ての変更（細分化） K066-2 3 肩鎖、指（手、足） 16,060

K066-2 9 手指関節滑膜切除術（関節鏡下） 16,060 項目立ての変更（細分化） K066-2 3 肩鎖、指（手、足） 16,060

K066-2 10 足趾関節滑膜切除術（関節鏡下） 16,060 項目立ての変更（細分化） K066-2 3 肩鎖、指（手、足） 16,060

K066-2 11 掌指関節滑膜切除術（関節鏡下） 16,060 項目移動 K066-8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 16,060

K066-3 関節滑液包摘出術 名称の一部変更 K066-3 滑液膜摘出術

K066-3 1 肩関節滑液包摘出術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066-3 1 肩、股、膝 17,750

K066-3 2 股関節滑液包摘出術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066-3 1 肩、股、膝 17,750

K066-3 3 膝関節滑液包摘出術 17,750 項目立ての変更（細分化） K066-3 1 肩、股、膝 17,750

K066-3 4 肘関節滑液包摘出術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066-3 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066-3 5 手関節滑液包摘出術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066-3 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066-3 6 足関節及び距骨周囲関節滑液包摘出術 11,200 項目立ての変更（細分化） K066-3 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066-3 削除 削除（胸鎖） K066-3 2 胸鎖、肘、手、足 11,200

K066-3 削除 削除（肩鎖、指（手、足）） K066-3 3 肩鎖、指（手、足） 7,930

K066-4 関節滑液包摘出術（関節鏡下） 名称の一部変更 K066-4 関節鏡下関節滑液膜摘出術

K066-4 1 肩関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-4 1 肩、股、膝 17,610

K066-4 2 股関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-4 1 肩、股、膝 17,610

K066-4 3 膝関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,610 項目立ての変更（細分化） K066-4 1 肩、股、膝 17,610

K066-4 4 肘関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-4 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-4 5 手関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-4 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-4 6 足関節及び距骨周囲関節滑液包摘出術（関節鏡下） 17,030 項目立ての変更（細分化） K066-4 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-4 削除 削除（胸鎖） K066-4 2 胸鎖、肘、手、足 17,030

K066-4 削除 削除（肩鎖、指（手、足）） K066-4 3 肩鎖、指（手、足） 16,060

K066-5 膝蓋骨滑液包切除術 11,200 名称の一部変更 K066-5 膝蓋骨滑液嚢切除術 11,200

K066-6 膝蓋骨滑液包切除術（関節鏡下） 17,030 名称の一部変更 K066-6 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 17,030

K066-7 掌指関節滑膜切除術 7,930 項目移動（→K066） K066-7 掌指関節滑膜切除術 7,930

K066-8 掌指関節滑膜切除術（関節鏡下） 16,060 項目移動（→K066-2） K066-8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 16,060

K067 関節鼠摘出術 変更無し K067 関節鼠摘出術

K067 1 肩関節鼠摘出手術 15,600 項目立ての変更（細分化） K067 1 肩、股、膝 15,600

K067 2 股関節鼠摘出手術 15,600 項目立ての変更（細分化） K067 1 肩、股、膝 15,600

K067 3 膝関節鼠摘出手術 15,600 項目立ての変更（細分化） K067 1 肩、股、膝 15,600

K067 4 肘関節鼠摘出手術 10,580 項目立ての変更（細分化） K067 2 胸鎖、肘、手、足 10,580

K067 5 手関節鼠摘出手術 10,580 項目立ての変更（細分化） K067 2 胸鎖、肘、手、足 10,580

K067 6 足関節及び距骨周囲関節鼠摘出手術 10,580 項目立ての変更（細分化） K067 2 胸鎖、肘、手、足 10,580

K067 削除 削除（胸鎖） K067 2 胸鎖、肘、手、足 10,580

K067 削除 削除（肩鎖、指（手、足）） K067 3 肩鎖、指（手、足） 3,970

K067-2 関節鼠摘出手術（関節鏡下） 名称の一部変更 K067-2 関節鏡下関節鼠摘出手術

K067-2 1 肩関節鼠摘出手術（関節鏡下） 17,780 項目立ての変更（細分化） K067-2 1 肩、股、膝 17,780

K067-2 2 股関節鼠摘出手術（関節鏡下） 17,780 項目立ての変更（細分化） K067-2 1 肩、股、膝 17,780

K067-2 3 膝関節鼠摘出手術（関節鏡下） 17,780 項目立ての変更（細分化） K067-2 1 肩、股、膝 17,780

K067-2 4 肘関節鼠摘出手術（関節鏡下） 19,100 項目立ての変更（細分化） K067-2 2 胸鎖、肘、手、足 19,100

K067-2 5 手関節鼠摘出手術（関節鏡下） 19,100 項目立ての変更（細分化） K067-2 2 胸鎖、肘、手、足 19,100
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K067-2 6 足関節及び距骨周囲関節鼠摘出手術（関節鏡下） 19,100 項目立ての変更（細分化） K067-2 2 胸鎖、肘、手、足 19,100

K067-2 7 手指関節鼠摘出手術（関節鏡下） 12,000 項目立ての変更（細分化） K067-2 3 肩鎖、指（手、足） 12,000

K067-2 8 足趾関節鼠摘出手術（関節鏡下） 12,000 項目立ての変更（細分化） K067-2 3 肩鎖、指（手、足） 12,000

K067-2 削除 削除（胸鎖） K067-2 2 胸鎖、肘、手、足 19,100

K067-2 削除 削除（肩鎖） K067-2 3 肩鎖、指（手、足） 12,000

K068 半月板切除術 9,200 変更無し K068 半月板切除術 9,200

K068-2 半月板切除術（関節鏡下） 15,090 名称の一部変更 K068-2 関節鏡下半月板切除術 15,090

K069 半月板縫合術 11,200 変更無し K069 半月板縫合術 11,200

K069-2 三角線維軟骨複合体切除・縫合術（関節鏡下） 16,730 項目移動（→K074-2、K074-3） K069-2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 16,730

K069-3 半月板縫合術（関節鏡下） 18,810 名称の一部変更 K069-3 関節鏡下半月板縫合術 18,810

K069-4 半月板制動術（関節鏡下） 21,700 名称の一部変更 K069-4 関節鏡下半月板制動術 21,700

K070 ガングリオン摘出術 変更無し K070 ガングリオン摘出術

K070 1 手部ガングリオン摘出術 3,050 項目立ての変更（細分化） K070 1 手、足、指（手、足） 3,050

K070 2 足部ガングリオン摘出術 3,050 項目立ての変更（細分化） K070 1 手、足、指（手、足） 3,050

K070 3 手指ガングリオン摘出術 3,050 項目立ての変更（細分化） K070 1 手、足、指（手、足） 3,050

K070 4 足趾ガングリオン摘出術 3,050 項目立ての変更（細分化） K070 1 手、足、指（手、足） 3,050

K070 5 その他のガングリオン摘出術（ヒグローム摘出術を含む。） 3,190 名称の一部変更 K070 2 その他（ヒグローム摘出術を含む。） 3,190

K071 削除 － K071 削除

K072 関節切除術 変更無し K072 関節切除術

K072 1 肩関節切除術 23,280 項目立ての変更（細分化） K072 1 肩、股、膝 23,280

K072 2 股関節切除術 23,280 項目立ての変更（細分化） K072 1 肩、股、膝 23,280

K072 3 膝関節切除術 23,280 項目立ての変更（細分化） K072 1 肩、股、膝 23,280

K072 4 胸鎖関節切除術 16,070 項目立ての変更（細分化） K072 2 胸鎖、肘、手、足 16,070

K072 5 肘関節切除術 16,070 項目立ての変更（細分化） K072 2 胸鎖、肘、手、足 16,070

K072 6 手関節切除術 16,070 項目立ての変更（細分化） K072 2 胸鎖、肘、手、足 16,070

K072 7 足関節及び距骨周囲関節切除術 16,070 項目立ての変更（細分化） K072 2 胸鎖、肘、手、足 16,070

K072 8 肩鎖関節切除術 6,800 項目立ての変更（細分化） K072 3 肩鎖、指（手、足） 6,800

K072 9 手指関節切除術 6,800 項目立ての変更（細分化） K072 3 肩鎖、指（手、足） 6,800

K072 10 足趾関節切除術 6,800 項目立ての変更（細分化） K072 3 肩鎖、指（手、足） 6,800

K073 関節内骨折観血的手術 変更無し K073 関節内骨折観血的手術

K073 1 肩関節内骨折観血的手術 20,760 項目立ての変更（細分化） K073 1 肩、股、膝、肘 20,760

K073 2 股関節内骨折観血的手術 20,760 項目立ての変更（細分化） K073 1 肩、股、膝、肘 20,760

K073 3 膝関節内骨折観血的手術 20,760 項目立ての変更（細分化） K073 1 肩、股、膝、肘 20,760

K073 4 肘関節内骨折観血的手術 20,760 項目立ての変更（細分化） K073 1 肩、股、膝、肘 20,760

K073 5 胸鎖関節内骨折観血的手術 17,070 項目立ての変更（細分化） K073 2 胸鎖、手、足 17,070

K073 6 手関節内骨折観血的手術 17,070 項目立ての変更（細分化） K073 2 胸鎖、手、足 17,070

K073 7 足関節及び距骨周囲関節内骨折観血的手術 17,070 項目立ての変更（細分化） K073 2 胸鎖、手、足 17,070

K073 8 肩鎖関節内骨折観血的手術 11,990 項目立ての変更（細分化） K073 3 肩鎖、指（手、足） 11,990

K073 9 手指関節内骨折観血的手術 11,990 項目立ての変更（細分化） K073 3 肩鎖、指（手、足） 11,990

K073 10 足趾関節内骨折観血的手術 11,990 項目立ての変更（細分化） K073 3 肩鎖、指（手、足） 11,990

K073-2 関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 名称の一部変更 K073-2 関節鏡下関節内骨折観血的手術

K073-2 1 肩関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 27,720 項目立ての変更（細分化） K073-2 1 肩、股、膝、肘 27,720

K073-2 2 股関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 27,720 項目立ての変更（細分化） K073-2 1 肩、股、膝、肘 27,720

K073-2 3 膝関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 27,720 項目立ての変更（細分化） K073-2 1 肩、股、膝、肘 27,720

K073-2 4 肘関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 27,720 項目立ての変更（細分化） K073-2 1 肩、股、膝、肘 27,720

K073-2 5 胸鎖関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 22,690 項目立ての変更（細分化） K073-2 2 胸鎖、手、足 22,690

K073-2 6 手関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 22,690 項目立ての変更（細分化） K073-2 2 胸鎖、手、足 22,690

K073-2 7 足関節及び距骨周囲関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 22,690 項目立ての変更（細分化） K073-2 2 胸鎖、手、足 22,690

K073-2 8 肩鎖関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 14,360 項目立ての変更（細分化） K073-2 3 肩鎖、指（手、足） 14,360

K073-2 9 手指関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 14,360 項目立ての変更（細分化） K073-2 3 肩鎖、指（手、足） 14,360

K073-2 10 足趾関節内骨折観血的手術（関節鏡下） 14,360 項目立ての変更（細分化） K073-2 3 肩鎖、指（手、足） 14,360

K074 靭帯断裂縫合術 変更無し K074 靭帯断裂縫合術

K074 1 十字靭帯断裂縫合術 17,070 名称の一部変更 K074 1 十字靭帯 17,070

K074 2 膝側副靭帯断裂縫合術 16,560 名称の一部変更 K074 2 膝側副靭帯 16,560

K074 3 手指靱帯断裂縫合術 7,600 項目立ての変更（細分化） K074 3 指（手、足）その他の靱帯 7,600

K074 4 足趾靱帯断裂縫合術 7,600 項目立ての変更（細分化） K074 3 指（手、足）その他の靱帯 7,600

K074 5 その他の靱帯断裂縫合術 7,600 項目立ての変更（細分化） K074 3 指（手、足）その他の靱帯 7,600

K074-2 靭帯断裂縫合術（関節鏡下） 名称の一部変更 K074-2 関節鏡下靭帯断裂縫合術

K074-2 1 十字靭帯断裂縫合術（関節鏡下） 24,170 名称の一部変更 K074-2 1 十字靭帯 24,170

K074-2 2 膝側副靭帯断裂縫合術（関節鏡下） 16,510 名称の一部変更 K074-2 2 膝側副靭帯 16,510

K074-2 3 その他の靱帯断裂縫合術（関節鏡下） 15,720 項目立ての変更（細分化） K074-2 3 指（手、足）その他の靱帯 15,720
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K074-2 削除 削除（指（手、足）） K074-2 3 指（手、足）その他の靱帯 15,720

K074-3 三角線維軟骨複合体切除術（関節鏡下） 16,730 項目移動 K069-2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 16,730

K075 関節非観血的授動術 名称の一部変更 K075 非観血的関節授動術

K075 1 肩関節非観血的授動術 1,590 項目立ての変更（細分化） K075 1 肩、股、膝 1,590

K075 2 股関節非観血的授動術 1,590 項目立ての変更（細分化） K075 1 肩、股、膝 1,590

K075 3 膝関節非観血的授動術 1,590 項目立ての変更（細分化） K075 1 肩、股、膝 1,590

K075 4 肘関節非観血的授動術 1,260 項目立ての変更（細分化） K075 2 胸鎖、肘、手、足 1,260

K075 5 手関節非観血的授動術 1,260 項目立ての変更（細分化） K075 2 胸鎖、肘、手、足 1,260

K075 6 足関節及び距骨周囲関節非観血的授動術 1,260 項目立ての変更（細分化） K075 2 胸鎖、肘、手、足 1,260

K075 7 手指関節非観血的授動術 490 項目立ての変更（細分化） K075 3 肩鎖、指（手、足） 490

K075 8 足趾関節非観血的授動術 490 項目立ての変更（細分化） K075 3 肩鎖、指（手、足） 490

K075 削除 削除（胸鎖） K075 2 胸鎖、肘、手、足 1,260

K075 削除 削除（肩鎖） K075 3 肩鎖、指（手、足） 490

K076 関節観血的授動術 名称の一部変更 K076 観血的関節授動術

K076 1 肩関節観血的授動術 38,890 項目立ての変更（細分化） K076 1 肩、股、膝 38,890

K076 2 股関節観血的授動術 38,890 項目立ての変更（細分化） K076 1 肩、股、膝 38,890

K076 3 膝関節観血的授動術 38,890 項目立ての変更（細分化） K076 1 肩、股、膝 38,890

K076 4 肘関節観血的授動術 28,210 項目立ての変更（細分化） K076 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K076 5 手関節観血的授動術 28,210 項目立ての変更（細分化） K076 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K076 6 足関節及び距骨周囲関節観血的授動術 28,210 項目立ての変更（細分化） K076 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K076 7 手指関節観血的授動術 10,150 項目立ての変更（細分化） K076 3 肩鎖、指（手、足） 10,150

K076 8 足趾関節観血的授動術 10,150 項目立ての変更（細分化） K076 3 肩鎖、指（手、足） 10,150

K076 削除 削除（胸鎖） K076 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K076 削除 削除（肩鎖） K076 3 肩鎖、指（手、足） 10,150

K076-2 関節授動術（関節鏡下） 名称の一部変更 K076-2 関節鏡下関節授動術

K076-2 1 肩関節授動術（関節鏡下） 46,660 項目立ての変更（細分化） K076-2 1 肩、股、膝 46,660

K076-2 2 股関節授動術（関節鏡下） 46,660 項目立ての変更（細分化） K076-2 1 肩、股、膝 46,660

K076-2 3 膝関節授動術（関節鏡下） 46,660 項目立ての変更（細分化） K076-2 1 肩、股、膝 46,660

K076-2 4 肘関節授動術（関節鏡下） 33,850 項目立ての変更（細分化） K076-2 2 胸鎖、肘、手、足 33,850

K076-2 5 手関節授動術（関節鏡下） 33,850 項目立ての変更（細分化） K076-2 2 胸鎖、肘、手、足 33,850

K076-2 6 足関節及び距骨周囲関節授動術（関節鏡下） 33,850 項目立ての変更（細分化） K076-2 2 胸鎖、肘、手、足 33,850

K076-2 7 手指関節授動術（関節鏡下） 10,150 項目立ての変更（細分化） K076-2 3 肩鎖、指（手、足） 10,150

K076-2 削除 削除（胸鎖） K076-2 2 胸鎖、肘、手、足 33,850

K076-2 削除 削除（肩鎖、指（足）） K076-2 3 肩鎖、指（手、足） 10,150

K076-3 肩関節授動術（関節鏡下）（関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの） 54,810 名称の一部変更 K076-3 関節鏡下肩関節授動術（関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの） 54,810

K077 関節観血的制動術 名称の一部変更 K077 観血的関節制動術

K077 1 肩関節観血的制動術 27,380 項目立ての変更（細分化） K077 1 肩、股、膝 27,380

K077 2 股関節観血的制動術 27,380 項目立ての変更（細分化） K077 1 肩、股、膝 27,380

K077 3 膝関節観血的制動術 27,380 項目立ての変更（細分化） K077 1 肩、股、膝 27,380

K077 4 胸鎖関節観血的制動術 16,040 項目立ての変更（細分化） K077 2 胸鎖、肘、手、足 16,040

K077 5 肘関節観血的制動術 16,040 項目立ての変更（細分化） K077 2 胸鎖、肘、手、足 16,040

K077 6 手関節観血的制動術 16,040 項目立ての変更（細分化） K077 2 胸鎖、肘、手、足 16,040

K077 7 足関節及び距骨周囲関節観血的制動術 16,040 項目立ての変更（細分化） K077 2 胸鎖、肘、手、足 16,040

K077 8 肩鎖関節観血的制動術 5,550 項目立ての変更（細分化） K077 3 肩鎖、指（手、足） 5,550

K077 9 手指関節観血的制動術 5,550 項目立ての変更（細分化） K077 3 肩鎖、指（手、足） 5,550

K077 10 足趾関節観血的制動術 5,550 項目立ての変更（細分化） K077 3 肩鎖、指（手、足） 5,550

K077-2 肩甲骨烏口突起移行術 27,380 変更無し K077-2 肩甲骨烏口突起移行術 27,380

K078 関節観血的固定術 変更無し K078 観血的関節固定術

K078 1 肩関節観血的固定術 21,640 項目立ての変更（細分化） K078 1 肩、股、膝 21,640

K078 2 股関節観血的固定術 21,640 項目立ての変更（細分化） K078 1 肩、股、膝 21,640

K078 3 膝関節観血的固定術 21,640 項目立ての変更（細分化） K078 1 肩、股、膝 21,640

K078 4 胸鎖関節観血的固定術 22,300 項目立ての変更（細分化） K078 2 胸鎖、肘、手、足 22,300

K078 5 肘関節観血的固定術 22,300 項目立ての変更（細分化） K078 2 胸鎖、肘、手、足 22,300

K078 6 手関節観血的固定術 22,300 項目立ての変更（細分化） K078 2 胸鎖、肘、手、足 22,300

K078 7 足関節及び距骨周囲関節観血的固定術 22,300 項目立ての変更（細分化） K078 2 胸鎖、肘、手、足 22,300

K078 8 肩鎖関節観血的固定術 8,640 項目立ての変更（細分化） K078 3 肩鎖、指（手、足） 8,640

K078 9 手指関節観血的固定術 8,640 項目立ての変更（細分化） K078 3 肩鎖、指（手、足） 8,640

K078 10 足趾関節観血的固定術 8,640 項目立ての変更（細分化） K078 3 肩鎖、指（手、足） 8,640

K079 靱帯断裂形成手術 変更無し K079 靱帯断裂形成手術

K079 1 十字靱帯断裂形成手術 28,210 名称の一部変更 K079 1 十字靭帯 28,210

K079 2 膝側副靭帯断裂形成手術 18,810 名称の一部変更 K079 2 膝側副靭帯 18,810
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K079 3 手指靭帯断裂形成手術 16,350 項目立ての変更（細分化） K079 3 指（手、足）その他の靱帯 16,350

K079 4 足趾靭帯断裂形成手術 16,350 項目立ての変更（細分化） K079 3 指（手、足）その他の靱帯 16,350

K079 5 その他の靱帯断裂形成手術 16,350 項目立ての変更（細分化） K079 3 指（手、足）その他の靱帯 16,350

K079-2 靱帯断裂形成手術（関節鏡下） 名称の一部変更 K079-2 関節鏡下靱帯断裂形成手術

K079-2 1 十字靱帯断裂形成手術（関節鏡下） 34,980 名称の一部変更 K079-2 1 十字靭帯 34,980

K079-2 2 膝側副靭帯断裂形成手術（関節鏡下） 17,280 名称の一部変更 K079-2 2 膝側副靭帯 17,280

K079-2 3 内側膝蓋大腿靱帯断裂形成手術（関節鏡下） 24,210 名称の一部変更 K079-2 4 内側膝蓋大腿靱帯 24,210

K079-2 4 手指靭帯断裂形成手術（関節鏡下） 18,250 項目立ての変更（細分化） K079-2 3 指（手、足）その他の靱帯 18,250

K079-2 5 足趾靭帯断裂形成手術（関節鏡下） 18,250 項目立ての変更（細分化） K079-2 3 指（手、足）その他の靱帯 18,250

K079-2 6 その他の靱帯断裂形成手術（関節鏡下） 18,250 項目立ての変更（細分化） K079-2 3 指（手、足）その他の靱帯 18,250

K080 関節形成手術 変更無し K080 関節形成手術

K080 1 肩関節形成手術 45,720 項目立ての変更（細分化） K080 1 肩、股、膝 45,720

K080 2 股関節形成手術 45,720 項目立ての変更（細分化） K080 1 肩、股、膝 45,720

K080 3 膝関節形成手術 45,720 項目立ての変更（細分化） K080 1 肩、股、膝 45,720

K080 4 胸鎖関節形成手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K080 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K080 5 肘関節形成手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K080 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K080 6 手関節形成手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K080 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K080 7 足関節及び距骨周囲関節形成手術 28,210 項目立ての変更（細分化） K080 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K080 8 肩鎖関節形成手術 14,050 項目立ての変更（細分化） K080 3 肩鎖、指（手、足） 14,050

K080 9 手指関節形成手術 14,050 項目立ての変更（細分化） K080 3 肩鎖、指（手、足） 14,050

K080 10 足趾関節形成手術 14,050 項目立ての変更（細分化） K080 3 肩鎖、指（手、足） 14,050

K080-2 内反足手術 25,930 変更無し K080-2 内反足手術 25,930

K080-3 肩腱板断裂手術 変更無し K080-3 肩腱板断裂手術

K080-3 1 肩腱板断裂手術　簡単なもの 18,700 名称の一部変更 K080-3 1 簡単なもの 18,700

K080-3 2 肩腱板断裂手術　複雑なもの 24,310 名称の一部変更 K080-3 2 複雑なもの 24,310

K080-4 肩腱板断裂手術（関節鏡下） 名称の一部変更 K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術

K080-4 1 肩腱板断裂手術（関節鏡下）　簡単なもの 27,040 名称の一部変更 K080-4 1 簡単なもの 27,040

K080-4 2 肩腱板断裂手術（関節鏡下）　簡単なもの（上腕二頭筋腱の固定を伴うもの） 37,490 名称の一部変更 K080-4 2 簡単なもの（上腕二頭筋腱の固定を伴うもの） 37,490

K080-4 3 肩腱板断裂手術（関節鏡下）　複雑なもの 38,670 名称の一部変更 K080-4 3 複雑なもの 38,670

K080-5 肩関節唇形成術（関節鏡下） 名称の一部変更 K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術

K080-5 1 肩関節唇形成術（関節鏡下）　腱板断裂を伴うもの 45,200 名称の一部変更 K080-5 1 腱板断裂を伴うもの 45,200

K080-5 2 肩関節唇形成術（関節鏡下）　腱板断裂を伴わないもの 32,160 名称の一部変更 K080-5 2 腱板断裂を伴わないもの 32,160

K080-5 3 肩関節唇形成術（関節鏡下）　肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの 46,370 名称の一部変更 K080-5 3 肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの 46,370

K080-6 股関節唇縫合術（関節鏡下） 44,830 名称の一部変更 K080-6 股関節唇形成術（関節鏡下） 44,830

K080-7 上腕二頭筋腱固定術 変更無し K080-7 上腕二頭筋腱固定術

K080-7 1 上腕二頭筋腱固定術 18,080 名称の一部変更 K080-7 1 観血的に行うもの 18,080

K080-7 2 上腕二頭筋腱固定術（関節鏡下） 23,370 名称の一部変更 K080-7 2 関節鏡下で行うもの 23,370

K081 人工骨頭挿入術 変更無し K081 人工骨頭挿入術

K081 1 肩関節人工骨頭挿入術 19,500 項目立ての変更（細分化） K081 1 肩、股 19,500

K081 2 股関節人工骨頭挿入術 19,500 項目立ての変更（細分化） K081 1 肩、股 19,500

K081 3 肘関節人工骨頭挿入術 18,810 項目立ての変更（細分化） K081 2 肘、手、足 18,810

K081 削除 削除（手、足） K081 2 肘、手、足 18,810

K081 削除 削除（指（手、足）） K081 3 指（手、足） 10,880

K082 人工関節置換術 変更無し K082 人工関節置換術

K082 1 人工肩関節置換術 37,690 項目立ての変更（細分化） K082 1 肩、股、膝 37,690

K082 2 人工股関節置換術 37,690 項目立ての変更（細分化） K082 1 肩、股、膝 37,690

K082 3 人工膝関節置換術 37,690 項目立ての変更（細分化） K082 1 肩、股、膝 37,690

K082 4 人工肘関節置換術 28,210 項目立ての変更（細分化） K082 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K082 5 人工手関節置換術 28,210 項目立ての変更（細分化） K082 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K082 6 人工足関節置換術 28,210 項目立ての変更（細分化） K082 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K082 7 人工手指関節置換術 15,970 項目立ての変更（細分化） K082 3 肩鎖、指（手、足） 15,970

K082 8 人工足趾関節置換術 15,970 項目立ての変更（細分化） K082 3 肩鎖、指（手、足） 15,970

K082 削除 削除（胸鎖） K082 2 胸鎖、肘、手、足 28,210

K082 削除 削除（肩鎖） K082 3 肩鎖、指（手、足） 15,970

K082-2 人工関節抜去術 変更無し K082-2 人工関節抜去術

K082-2 1 人工肩関節抜去術 30,230 項目立ての変更（細分化） K082-2 1 肩、股、膝 30,230

K082-2 2 人工股関節抜去術 30,230 項目立ての変更（細分化） K082-2 1 肩、股、膝 30,230

K082-2 3 人工膝関節抜去術 30,230 項目立ての変更（細分化） K082-2 1 肩、股、膝 30,230

K082-2 4 人工肘関節抜去術 23,650 項目立ての変更（細分化） K082-2 2 胸鎖、肘、手、足 23,650

K082-2 5 人工手関節抜去術 23,650 項目立ての変更（細分化） K082-2 2 胸鎖、肘、手、足 23,650

K082-2 6 人工足関節抜去術 23,650 項目立ての変更（細分化） K082-2 2 胸鎖、肘、手、足 23,650
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K082-2 7 人工手指関節抜去術 15,990 項目立ての変更（細分化） K082-2 3 肩鎖、指（手、足） 15,990

K082-2 8 人工足趾関節抜去術 15,990 項目立ての変更（細分化） K082-2 3 肩鎖、指（手、足） 15,990

K082-2 削除 削除（胸鎖） K082-2 2 胸鎖、肘、手、足 23,650

K082-2 削除 削除（肩鎖） K082-2 3 肩鎖、指（手、足） 15,990

K082-3 人工関節再置換術 変更無し K082-3 人工関節再置換術

K082-3 1 人工肩関節再置換術 54,810 項目立ての変更（細分化） K082-3 1 肩、股、膝 54,810

K082-3 2 人工股関節再置換術 54,810 項目立ての変更（細分化） K082-3 1 肩、股、膝 54,810

K082-3 3 人工膝関節再置換術 54,810 項目立ての変更（細分化） K082-3 1 肩、股、膝 54,810

K082-3 4 人工肘関節再置換術 34,190 項目立ての変更（細分化） K082-3 2 胸鎖、肘、手、足 34,190

K082-3 5 人工手関節再置換術 34,190 項目立ての変更（細分化） K082-3 2 胸鎖、肘、手、足 34,190

K082-3 6 人工足関節再置換術 34,190 項目立ての変更（細分化） K082-3 2 胸鎖、肘、手、足 34,190

K082-3 7 人工手指関節再置換術 21,930 項目立ての変更（細分化） K082-3 3 肩鎖、指（手、足） 21,930

K082-3 8 人工足趾関節再置換術 21,930 項目立ての変更（細分化） K082-3 3 肩鎖、指（手、足） 21,930

K082-3 削除 削除（胸鎖） K082-3 2 胸鎖、肘、手、足 34,190

K082-3 削除 削除（肩鎖） K082-3 3 肩鎖、指（手、足） 21,930

K082-4 関節形成術（自家肋骨肋軟骨を用いるもの） 91,500 名称の一部変更 K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 91,500

K082-5 人工距骨全置換術 27,210 変更無し K082-5 人工距骨全置換術 27,210

K082-6 人工股関節摺動面交換術 25,000 変更無し K082-6 人工股関節摺動面交換術 25,000

K082-7 人工股関節置換術（手術支援装置を用いるもの） 43,260 変更無し K082-7 人工股関節置換術（手術支援装置を用いるもの） 43,260

K083 鋼線等による直達牽引（初日。観血的に行った場合の手技料を含む。）（１局所につき） 3,620 変更無し K083 鋼線等による直達牽引（初日。観血的に行った場合の手技料を含む。）（１局所につき） 3,620

K083-2 内反足足板挺子固定 2,330 変更無し K083-2 内反足足板挺子固定 2,330

（四肢切断、離断、再接合） * * － * * * *

K084 四肢切断術 名称の一部変更 K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）

K084 1 上腕切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084 2 前腕切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084 3 手切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084 4 大腿切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084 5 下腿切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084 6 足切断術 24,320 新規項目立て K084 四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320

K084-2 肩甲帯離断術 36,500 変更無し K084-2 肩甲帯離断術 36,500

K085 四肢関節離断術 変更無し K085 四肢関節離断術

K085 1 肩関節離断術 31,000 項目立ての変更（細分化） K085 1 肩、股、膝 31,000

K085 2 股関節離断術 31,000 項目立ての変更（細分化） K085 1 肩、股、膝 31,000

K085 3 膝関節離断術 31,000 項目立ての変更（細分化） K085 1 肩、股、膝 31,000

K085 4 肘関節離断術 11,360 項目立ての変更（細分化） K085 2 肘、手、足 11,360

K085 5 手関節離断術 11,360 項目立ての変更（細分化） K085 2 肘、手、足 11,360

K085 6 足関節及び距骨周囲関節離断術 11,360 項目立ての変更（細分化） K085 2 肘、手、足 11,360

K085 7 手指関節離断術 3,330 項目立ての変更（細分化） K085 3 指（手、足） 3,330

K085 8 足趾関節離断術 3,330 項目立ての変更（細分化） K085 3 指（手、足） 3,330

K086 断端形成術（軟部形成のみのもの） 変更無し K086 断端形成術（軟部形成のみのもの）

K086 1 手指断端形成術（軟部形成のみのもの） 2,770 項目立ての変更（細分化） K086 1 指（手、足） 2,770

K086 2 足趾断端形成術（軟部形成のみのもの） 2,770 項目立ての変更（細分化） K086 1 指（手、足） 2,770

K086 3 その他の断端形成術（軟部形成のみのもの） 3,300 名称の一部変更 K086 2 その他 3,300

K087 断端形成術（骨形成を要するもの） 変更無し K087 断端形成術（骨形成を要するもの）

K087 1 手指断端形成術（骨形成を要するもの） 7,410 項目立ての変更（細分化） K087 1 指（手、足） 7,410

K087 2 足趾断端形成術（骨形成を要するもの） 7,410 項目立ての変更（細分化） K087 1 指（手、足） 7,410

K087 3 その他の断端形成術（骨形成を要するもの） 10,630 名称の一部変更 K087 2 その他 10,630

K088 四肢切断再接合術 変更無し K088 切断四肢再接合術

K088 1 四肢切断再接合術 144,680 名称の一部変更 K088 1 四肢 144,680

K088 2 手指切断再接合術 81,900 項目立ての変更（細分化） K088 2 指（手、足） 81,900

K088 3 足趾切断再接合術 81,900 項目立ての変更（細分化） K088 2 指（手、足） 81,900

（手、足） * * － * * * *

K089 爪甲除去術 770 変更無し K089 爪甲除去術 770

K090 ひょう疽手術 変更無し K090 ひょう疽手術

K090 1 ひょう疽手術　軟部組織のもの 1,190 名称の一部変更 K090 1 軟部組織のもの 1,190

K090 2 ひょう疽手術　骨、関節のもの 1,470 名称の一部変更 K090 2 骨、関節のもの 1,470

K090-2 風棘手術 990 削除 K090-2 風棘手術 990

K091 陥入爪手術 変更無し K091 陥入爪手術

K091 1 陥入爪手術　簡単なもの 1,400 名称の一部変更 K091 1 簡単なもの 1,400

K091 2 陥入爪手術　爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490 名称の一部変更 K091 2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490

K092 削除 － K092 削除
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K093 手根管開放手術 4,110 変更無し K093 手根管開放手術 4,110

K093-2 手根管開放手術（内視鏡下） 10,400 名称の一部変更 K093-2 関節鏡下手根管開放手術 10,400

K094 足三関節固定（ランブリヌディ）手術 27,890 変更無し K094 足三関節固定（ランブリヌディ）手術 27,890

K095 削除 － K095 削除

K096 手掌、足底腱膜切離・切除術 変更無し K096 手掌、足底腱膜切離・切除術

K096 1 手掌腱膜切離・切除術 2,750 項目立ての変更（細分化） K096 2 その他のもの 2,750

K096 2 足底腱膜切離・切除術 2,750 項目立ての変更（細分化） K096 2 その他のもの 2,750

K096 3 足底腱膜切離・切除術（関節鏡下） 4,340 項目立ての変更（細分化） K096 1 鏡視下によるもの 4,340

K096 削除 削除（手掌腱膜切離・切除術（関節鏡下）） K096 1 鏡視下によるもの 4,340

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術（一連につき） 5,000 変更無し K096-2 体外衝撃波疼痛治療術（一連につき） 5,000

K097 手掌、足底異物摘出術 変更無し K097 手掌、足底異物摘出術

K097 1 手掌異物摘出術 3,190 項目立ての変更（細分化） K097 手掌、足底異物摘出術 3,190

K097 2 足底異物摘出術 3,190 項目立ての変更（細分化） K097 手掌、足底異物摘出術 3,190

K098 削除 － K098 削除

K099 手指及び足趾瘢痕拘縮手術 8,150 変更無し K099 指瘢痕拘縮手術 8,150

K099-2 デュプイトレン拘縮手術 変更無し K099-2 デュプイトレン拘縮手術

K099-2 1 デュプイトレン拘縮手術　１指 10,430 名称の一部変更 K099-2 1 １指 10,430

K099-2 2 デュプイトレン拘縮手術　２指から３指 22,480 名称の一部変更 K099-2 2 ２指から３指 22,480

K099-2 3 デュプイトレン拘縮手術　４指以上 32,710 名称の一部変更 K099-2 3 ４指以上 32,710

K100 多指症手術 変更無し K100 多指症手術

K100 1 多指症手術　軟部形成のみのもの 2,640 名称の一部変更 K100 1 軟部形成のみのもの 2,640

K100 2 多指症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 15,570 名称の一部変更 K100 2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570

K101 合指症手術 変更無し K101 合指症手術

K101 1 合指症手術　軟部形成のみのもの 9,770 名称の一部変更 K101 1 軟部形成のみのもの 9,770

K101 2 合指症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 15,570 名称の一部変更 K101 2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570

K101-2 指癒着症手術 変更無し K101-2 指癒着症手術

K101-2 1 指癒着症手術　軟部形成のみのもの 7,320 名称の一部変更 K101-2 1 軟部形成のみのもの 7,320

K101-2 2 指癒着症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 13,910 名称の一部変更 K101-2 2 骨関節、腱の形成を要するもの 13,910

K102 巨指症手術 変更無し K102 巨指症手術

K102 1 巨指症手術　軟部形成のみのもの 8,720 名称の一部変更 K102 1 軟部形成のみのもの 8,720

K102 2 巨指症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 21,240 名称の一部変更 K102 2 骨関節、腱の形成を要するもの 21,240

K103 屈指症手術、斜指症手術 変更無し K103 屈指症手術、斜指症手術

K103 1 屈指症手術　軟部形成のみのもの 13,810 項目立ての変更（細分化） K103 1 軟部形成のみのもの 13,810

K103 2 斜指症手術　軟部形成のみのもの 13,810 項目立ての変更（細分化） K103 1 軟部形成のみのもの 13,810

K103 3 屈指症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 15,570 項目立ての変更（細分化） K103 2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570

K103 4 斜指症手術　骨関節、腱の形成を要するもの 15,570 項目立ての変更（細分化） K103 2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570

K104 削除 － K104 削除

K105 裂手、裂足手術 変更無し K105 裂手、裂足手術

K105 1 裂手手術 27,890 項目立ての変更（細分化） K105 裂手、裂足手術 27,890

K105 2 裂足手術 27,890 項目立ての変更（細分化） K105 裂手、裂足手術 27,890

K106 母指化手術 35,610 変更無し K106 母指化手術 35,610

K107 指移植手術 116,670 変更無し K107 指移植手術 116,670

K108 母指対立再建術 22,740 変更無し K108 母指対立再建術 22,740

K109 神経血管柄付皮弁術（手、足） 名称の一部変更 K109 神経血管柄付植皮術（手、足）

K109 1 手部神経血管柄付皮弁術 40,460 項目立ての変更（細分化） K109 神経血管柄付植皮術（手、足） 40,460

K109 2 足部神経血管柄付皮弁術 40,460 項目立ての変更（細分化） K109 神経血管柄付植皮術（手、足） 40,460

K110 第四足趾短縮症手術 10,790 名称の一部変更 K110 第四足指短縮症手術 10,790

K110-2 第一足趾外反症矯正手術 10,790 名称の一部変更 K110-2 第一足指外反症矯正手術 10,790

K111 削除 － K111 削除

（脊柱、骨盤） * * － * * * *

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670 変更無し K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670

K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 13,920 変更無し K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 13,920

K114 削除 － K114 削除

K115 削除 － K115 削除

K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 変更無し K116 脊椎、骨盤骨掻爬術

K116 1 脊椎骨掻爬術 17,170 新規項目立て K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 17,170

K116 2 骨盤骨掻爬術 17,170 新規項目立て K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 17,170

K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,950 変更無し K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,950

K117-2 頸椎非観血的整復術 2,950 変更無し K117-2 頸椎非観血的整復術 2,950

K118 脊椎脱臼観血的手術 31,030 名称の一部変更 K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 31,030

K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320 変更無し K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320
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K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890 変更無し K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890

K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580 変更無し K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580

K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,950 変更無し K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,950

K122 削除 － K122 削除

K123 削除 － K123 削除

K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760 変更無し K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760

K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 58,840 変更無し K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 58,840

K125 骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折及び寛骨臼骨折観血的手術を除く） 32,110 変更無し K125 骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折及び寛骨臼骨折観血的手術を除く） 32,110

K126 脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除によるもの） 変更無し K126 脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除によるもの）

K126 1 脊椎棘突起組織採取術（試験切除によるもの） 3,620 項目立ての変更（細分化） K126 1 棘突起、腸骨翼 3,620

K126 2 腸骨翼（軟骨）組織採取術（試験切除によるもの） 3,620 項目立ての変更（細分化） K126 1 棘突起、腸骨翼 3,620

K126 3 その他の脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除によるもの） 4,510 名称の一部変更 K126 2 その他のもの 4,510

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510 変更無し K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510

K127 削除 － K127 削除

K128 脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術 変更無し K128 脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術

K128 1 脊椎内異物（挿入物）除去術 13,520 新規項目立て K128 脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術 13,520

K128 2 骨盤内異物（挿入物）除去術 13,520 新規項目立て K128 脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術 13,520

K129 削除 － K129 削除

K130 削除 － K130 削除

K131 削除 － K131 削除

K131-2 椎弓切除術（内視鏡下） 名称の一部変更 K131-2 内視鏡下椎弓切除術

K131-2 1 頸椎椎弓切除術（内視鏡下） 17,300 新規項目立て K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300

K131-2 2 胸椎椎弓切除術（内視鏡下） 17,300 新規項目立て K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300

K131-2 3 腰椎椎弓切除術（内視鏡下） 17,300 新規項目立て K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300

K131-2 4 仙椎椎弓切除術（内視鏡下） 17,300 新規項目立て K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300

K132 削除 － K132 削除

K133 黄色靱帯骨化症手術 変更無し K133 黄色靱帯骨化症手術

K133 1 頸椎黄色靱帯骨化症手術 28,730 新規項目立て K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730

K133 2 胸椎黄色靱帯骨化症手術 28,730 新規項目立て K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730

K133 3 腰椎黄色靱帯骨化症手術 28,730 新規項目立て K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730

K133 4 仙椎黄色靱帯骨化症手術 28,730 新規項目立て K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730

K133-2 後縦靱帯骨下症手術（前方進入によるもの） 変更無し K133-2 後縦靱帯骨下症手術（前方進入によるもの）

K133-2 1 頸椎後縦靱帯骨化症手術（前方進入によるもの） 78,500 新規項目立て K133-2 後縦靱帯骨下症手術（前方進入によるもの） 78,500

K133-2 2 胸椎後縦靱帯骨化症手術（前方進入によるもの） 78,500 新規項目立て K133-2 後縦靱帯骨下症手術（前方進入によるもの） 78,500

K134 椎間板摘出術 変更無し K134 椎間板摘出術

K134 1 頸椎椎間板前方摘出術 40,180 項目立ての変更（細分化） K134 1 前方摘出術 40,180

K134 2 胸椎椎間板前方摘出術 40,180 項目立ての変更（細分化） K134 1 前方摘出術 40,180

K134 3 腰椎椎間板前方摘出術 40,180 項目立ての変更（細分化） K134 1 前方摘出術 40,180

K134 4 頸椎椎間板後方摘出術 23,520 項目立ての変更（細分化） K134 2 後方摘出術 23,520

K134 5 胸椎椎間板後方摘出術 23,520 項目立ての変更（細分化） K134 2 後方摘出術 23,520

K134 6 腰椎椎間板後方摘出術 23,520 項目立ての変更（細分化） K134 2 後方摘出術 23,520

K134 7 仙椎椎間板後方摘出術 23,520 項目立ての変更（細分化） K134 2 後方摘出術 23,520

K134 8 腰椎椎間板側方摘出術 28,210 名称の一部変更 K134 3 椎間板側方摘出術 28,210

K134 9 腰椎椎間板経皮的髄核摘出術 15,310 名称の一部変更 K134 4 椎間板経皮的髄核摘出術 15,310

K134-2 椎間板摘出（切除）術（内視鏡下） 名称の一部変更 K134-2 内視鏡下椎間板摘出（切除）術

K134-2 1 頸椎椎間板前方摘出（切除）術（内視鏡下） 75,600 項目立ての変更（細分化） K134-2 1 前方摘出術 75,600

K134-2 2 胸椎椎間板前方摘出（切除）術（内視鏡下） 75,600 項目立ての変更（細分化） K134-2 1 前方摘出術 75,600

K134-2 3 腰椎椎間板前方摘出（切除）術（内視鏡下） 75,600 項目立ての変更（細分化） K134-2 1 前方摘出術 75,600

K134-2 4 頸椎椎間板後方摘出（切除）術（内視鏡下） 30,390 項目立ての変更（細分化） K134-2 2 後方摘出術 30,390

K134-2 5 胸椎椎間板後方摘出（切除）術（内視鏡下） 30,390 項目立ての変更（細分化） K134-2 2 後方摘出術 30,390

K134-2 6 腰椎椎間板後方摘出（切除）術（内視鏡下） 30,390 項目立ての変更（細分化） K134-2 2 後方摘出術 30,390

K134-2 7 仙椎椎間板後方摘出（切除）術（内視鏡下） 30,390 項目立ての変更（細分化） K134-2 2 後方摘出術 30,390

K134-3 頸椎人工椎間板置換術 40,460 名称の一部変更 K134-3 人工椎間板置換術（頸椎） 40,460

K134-4 椎間板内酵素注入療法 5,350 変更無し K134-4 椎間板内酵素注入療法 5,350

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 変更無し K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術

K135 1 頸椎腫瘍切除術 36,620 新規項目立て K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620

K135 2 胸椎腫瘍切除術 36,620 新規項目立て K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620

K135 3 腰椎腫瘍切除術 36,620 新規項目立て K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620

K135 4 仙椎腫瘍切除術 36,620 新規項目立て K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620

K135 5 骨盤腫瘍切除術 36,620 新規項目立て K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620

K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 変更無し K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
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K136 1 頸椎悪性腫瘍手術 101,330 新規項目立て K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330

K136 2 胸椎悪性腫瘍手術 101,330 新規項目立て K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330

K136 3 腰椎悪性腫瘍手術 101,330 新規項目立て K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330

K136 4 仙椎悪性腫瘍手術 101,330 新規項目立て K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330

K136 5 骨盤悪性腫瘍手術 101,330 新規項目立て K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330

K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 変更無し K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術

K136-2 1 頸椎腫瘍脊椎骨全摘術 113,830 新規項目立て K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830

K136-2 2 胸椎腫瘍脊椎骨全摘術 113,830 新規項目立て K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830

K136-2 3 腰椎腫瘍脊椎骨全摘術 113,830 新規項目立て K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830

K136-2 4 仙椎腫瘍脊椎骨全摘術 113,830 新規項目立て K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830

K137 骨盤切断術 48,650 変更無し K137 骨盤切断術 48,650

K138 脊椎披裂手術 変更無し K138 脊椎披裂手術

K138 1 脊椎披裂手術　神経処置を伴うもの 29,370 名称の一部変更 K138 1 神経処置を伴うもの 29,370

K138 2 その他の脊椎披裂手術 22,780 名称の一部変更 K138 2 その他のもの 22,780

K139 脊椎骨切り術 変更無し K139 脊椎骨切り術

K139 1 頸椎骨切り術 60,330 新規項目立て K139 脊椎骨切り術 60,330

K139 2 胸椎骨切り術 60,330 新規項目立て K139 脊椎骨切り術 60,330

K139 3 腰椎骨切り術 60,330 新規項目立て K139 脊椎骨切り術 60,330

K139 4 仙椎骨切り術 60,330 新規項目立て K139 脊椎骨切り術 60,330

K140 骨盤骨切り術 36,990 変更無し K140 骨盤骨切り術 36,990

K141 臼蓋形成手術 28,220 変更無し K141 臼蓋形成手術 28,220

K141-2 寛骨臼移動術 40,040 変更無し K141-2 寛骨臼移動術 40,040

K141-3 脊椎制動術 16,810 変更無し K141-3 脊椎制動術 16,810

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 変更無し K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）

K142 1 頸椎前方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,710 項目立ての変更（細分化） K142 1 前方椎体固定 41,710

K142 2 胸椎前方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,710 項目立ての変更（細分化） K142 1 前方椎体固定 41,710

K142 3 腰椎前方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,710 項目立ての変更（細分化） K142 1 前方椎体固定 41,710

K142 4 仙椎前方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,710 項目立ての変更（細分化） K142 1 前方椎体固定 41,710

K142 5 頸椎後方又は後側方固定術（多椎間の場合を含む。） 32,890 項目立ての変更（細分化） K142 2 後方又は後側方固定 32,890

K142 6 胸椎後方又は後側方固定術（多椎間の場合を含む。） 32,890 項目立ての変更（細分化） K142 2 後方又は後側方固定 32,890

K142 7 腰椎後方又は後側方固定術（多椎間の場合を含む。） 32,890 項目立ての変更（細分化） K142 2 後方又は後側方固定 32,890

K142 8 仙椎後方又は後側方固定術（多椎間の場合を含む。） 32,890 項目立ての変更（細分化） K142 2 後方又は後側方固定 32,890

K142 9 頸椎後方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,160 項目立ての変更（細分化） K142 3 後方椎体固定 41,160

K142 10 胸椎後方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,160 項目立ての変更（細分化） K142 3 後方椎体固定 41,160

K142 11 腰椎後方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,160 項目立ての変更（細分化） K142 3 後方椎体固定 41,160

K142 12 仙椎後方椎体固定術（多椎間の場合を含む。） 41,160 項目立ての変更（細分化） K142 3 後方椎体固定 41,160

K142 13 頸椎前方後方同時固定術（多椎間の場合を含む。） 74,580 項目立ての変更（細分化） K142 4 前方後方同時固定 74,580

K142 14 胸椎前方後方同時固定術（多椎間の場合を含む。） 74,580 項目立ての変更（細分化） K142 4 前方後方同時固定 74,580

K142 15 腰椎前方後方同時固定術（多椎間の場合を含む。） 74,580 項目立ての変更（細分化） K142 4 前方後方同時固定 74,580

K142 16 仙椎前方後方同時固定術（多椎間の場合を含む。） 74,580 項目立ての変更（細分化） K142 4 前方後方同時固定 74,580

K142 17 頸椎椎弓切除術（多椎弓の場合を含む。） 13,310 項目立ての変更（細分化） K142 5 椎弓切除術 13,310

K142 18 胸椎椎弓切除術（多椎弓の場合を含む。） 13,310 項目立ての変更（細分化） K142 5 椎弓切除術 13,310

K142 19 腰椎椎弓切除術（多椎弓の場合を含む。） 13,310 項目立ての変更（細分化） K142 5 椎弓切除術 13,310

K142 20 仙椎椎弓切除術（多椎弓の場合を含む。） 13,310 項目立ての変更（細分化） K142 5 椎弓切除術 13,310

K142 21 頸椎椎弓形成術（多椎弓の場合を含む。） 24,260 項目立ての変更（細分化） K142 6 椎弓形成術 24,260

K142 22 胸椎椎弓形成術（多椎弓の場合を含む。） 24,260 項目立ての変更（細分化） K142 6 椎弓形成術 24,260

K142 23 腰椎椎弓形成術（多椎弓の場合を含む。） 24,260 項目立ての変更（細分化） K142 6 椎弓形成術 24,260

K142 24 仙椎椎弓形成術（多椎弓の場合を含む。） 24,260 項目立ての変更（細分化） K142 6 椎弓形成術 24,260

K142-2 脊椎側彎症手術 変更無し K142-2 脊椎側彎症手術

K142-2 1 脊椎側彎症固定術 55,950 名称の一部変更 K142-2 1 固定術 55,950

K142-2 2 脊椎側彎症矯正術 名称の一部変更 K142-2 2 矯正術

K142-2 2イ 脊椎側彎症矯正術　初回挿入 112,260 名称の一部変更 K142-2 2イ 初回挿入 112,260

K142-2 2ロ 脊椎側彎症矯正術　交換術 48,650 名称の一部変更 K142-2 2ロ 交換術 48,650

K142-2 2ハ 脊椎側彎症矯正術　伸展術 20,540 名称の一部変更 K142-2 2ハ 伸展術 20,540

K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術（内視鏡下） 名称の一部変更 K142-3 内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定）

K142-3 1 胸椎前方固定（内視鏡下） 101,910 新規項目立て K142-3 内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定） 101,910

K142-3 2 腰椎前方固定（内視鏡下） 101,910 新規項目立て K142-3 内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定） 101,910

K142-4 脊椎経皮的椎体形成術 19,960 変更無し K142-4 脊椎経皮的椎体形成術 19,960

K142-5 椎弓形成術（内視鏡下） 名称の一部変更 K142-5 内視鏡下椎弓形成術

K142-5 1 頸椎椎弓形成術（内視鏡下） 30,390 新規項目立て K142-5 内視鏡下椎弓形成術 30,390

K142-5 2 胸椎椎弓形成術（内視鏡下） 30,390 新規項目立て K142-5 内視鏡下椎弓形成術 30,390
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K142-5 3 腰椎椎弓形成術（内視鏡下） 30,390 新規項目立て K142-5 内視鏡下椎弓形成術 30,390

K142-5 4 仙椎椎弓形成術（内視鏡下） 30,390 新規項目立て K142-5 内視鏡下椎弓形成術 30,390

K142-6 歯突起骨折骨接合術 23,750 変更無し K142-6 歯突起骨折骨接合術 23,750

K142-7 腰椎分離部修復術 28,210 変更無し K142-7 腰椎分離部修復術 28,210

K142-8 腰部脊柱管拡大減圧術（顕微鏡下） 24,560 名称の一部変更 K142-8 内視鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 24,560

K143 仙腸関節固定術 29,190 変更無し K143 仙腸関節固定術 29,190

K144 体外式脊椎固定術 25,800 変更無し K144 体外式脊椎固定術 25,800

* * * * * * * * * * * *
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